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平成２０年度津市行財政改革前期実施計画進捗状況の報告 

 

本市では、平成１９年３月に平成１９年度から平成２７年度を計画期間とする行財政改革に係る理念や基本的な方向性を示した「津市行

財政改革大綱」の策定を行いました。 

 また、この大綱に位置付けを行った内容を計画的かつ着実に推進するため、平成１９年度から平成２１年度を計画期間とする前期実施計

画の策定を行い、現在この実施計画に位置付けられた項目（１６５項目）についての取り組みを進めているところです。 

 今回は、この前期実施計画の平成２０年度の取組状況の整理を行い、その状況の報告を行うものです。 

 なお、この報告では、各項目の進捗状況を以下の４段階により表しています。 

 

  ◎…前期実施計画に位置付けられた項目の取組が目標どおり行われたもの  

○…前期実施計画に位置付けられた項目の取組が目標どおり行われており、引き続いて取組を行っていくもの 

△…前期実施計画に位置付けられた項目の取組が遅れているもの、あるいは検討の結果、取組内容に変更のあったもの 

―…前期実施計画に位置付けられた項目の取組が終了したもの 

 

前期実施計画推進項目別 進捗状況一覧 

◎ ○ △ 
推  進  項  目 

取 組 

項目数 H19 H20 H19 H20 H19 H20 

ア 事務事業の見直し １７ 12 1 5 3 0 1 

イ 事務執行方法の見直し ２７ 2 1 24 21 1 3 

ウ 本庁と総合支所における役割分担の見直し ３ 0 0 3 2 0 1 

エ 公正の確保と透明性の向上 ４ 1 0 3 3 0 0 

オ 行政評価に係るシステムの構築 １ 0 0 1 0 0 1 

１ 効率的な事務事業の在り方 

小 計 ５２ 15 2 36 29 1 6 

ア 外部委託等の推進 ４ 1 0 3 2 0 1 

イ 公共施設の在り方の見直し ２９ 4 2 19 14 6 10 

ウ 外郭団体の在り方の見直し ２ 0 0 1 2 1 0 

エ 地域との協働に向けた検討 ９ 3 0 6 6 0 0 

２ 民間活用の在り方 

 小 計 ４４ 8 2 29 24 7 11 
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◎ ○ △ 
推  進  項  目 

取 組 

項目数 H19 H20 H19 H20 H19 H20 

ア 定員管理の適正化 ２ 0 0 2 2 0 0 

イ 給与の適正化 ２ 0 0 2 2 0 0 

ウ 人材育成の推進 １ 0 0 1 0 0 1 

エ 人材評価システムの運用 １ 0 0 0 0 1 1 

３ 定員管理の在り方 

 小 計 ６ 0 0 5 4 1 2 

ア 財政計画等の策定 １３ 3 0 7 6 3 4 

イ 補助金等の在り方並びに使用料及び手数料の

見直し 

３０ 4 4 24 18 2 4 

ウ 公共工事等のコスト縮減 １ 0 0 1 1 0 0 

エ 予算編成の仕組みの見直し １ 0 0 1 1 0 0 

４ 健全な財政運営の在り方 

小 計 ４５ 7 4 33 26 5 8 

ア 住民に便利な行政サービスの提供 ３ 0 0 3 3 0 0 

イ 効率的な行政事務の見直し ３ 0 0 3 3 0 0 

５ 電子自治体に向けた行政運

営の在り方 

 小 計 ６ 0 0 6 6 0 0 

ア モーターボート競走事業の健全運営 ７ 0 0 7 7 0 0 

イ 三重短期大学の活性化 ５ 0 0 5 5 0 0 

６ その他本市の行財政改革の

推進に関する重要事項 

小 計 １２ 0 0 12 12 0 0 

合      計 １６５ 30 8 121 101 14 27 

                                                                                                      

― （既に終了しているもの）29
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１ 効率的な事務事業の在り方 

 

 ア 事務事業の見直し 

連番 取組項目 取組概要 H19取組 H20 取組 H21取組 H20進捗状況 点検 所管部課等 

１ 地域活動振興予

算の在り方の見

直し 

 地域活動振興予算については、

合併調整の内容を踏まえつつ、事

業の必要性、公平な予算執行及び

一体性を高める観点から、各事業

の在り方や実施方法等について、

適宜見直しを図ります。 

事業の検

証及び見

直し 

適宜見直

し 

適宜見直

し 

事業別予算への移行や、地域かがやきプログ

ラム事業での新たな取り組み等への見直しを行

いました。 

H19 

○ 

H20 

○ 

政策財務部 

地域振興室 

地域振興担当 

２ 消費生活モニタ

ー事業の廃止 

「津市消費生活センター」の開設

により、モニター事業に代わり消

費生活に関する情報の収集及び啓

発を、より効果的に行うことがで

きることから、当該事業を廃止し

ます。 

事業の廃

止 

－ － 津市消費生活センターの開設により、平成１

９年度に当該事業を廃止しました。 

H19

◎ 

H20 

－ 

市民部 

市民交流課 

広聴相談担当 

３ 新たな環境管理

システムの構築 

 現行の環境管理システムの全庁

への拡大を図るとともに、今後の

運用に際しての経費節減及びシス

テムの簡素化を図るため、新たな

環境管理システムを構築します。 

 

環境管理

システム

対象拡大 

新システ

ム構築 

－ － 平成２０年４月から本市独自の環境マネジメ

ントシステムの運用を開始し、平成２０年９月

２５日にＩＳＯ１４００１の認証の返上を行い

ました。 

H19

◎ 

H20 

－ 

環境部 

環境政策課 

環境共生担当 

４ 犬猫避妊手術費

等補助事業の廃

止 

 動物の適正な飼養及びみだりな

繁殖を防止するための措置は所有

者の責務とされており、公的関与

の妥当性の観点から、所有者への

啓発活動の強化を図り、犬猫避妊

手術費等補助事業を廃止します 

。 

所有者の

責務につ

いて啓発 

 

事業の廃

止 

 

－ － 事業廃止に向けて、広報紙やホームページで

周知・啓発を行い、平成１９年度末をもって当

該事業を廃止しました。 

平成２０年度は、所有者の責務を徹底するた

め、更なる啓発の一環として、適正飼育のため

の啓発パンフレット及びチラシを作成し、関係

機関・市民に周知を行いました。 

H19

◎ 

H20 

－ 

環境部 

環境保全課 

環境衛生担当 
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５ 高齢者ヘルパー

家事援助事業の

廃止 

 高齢者ヘルパー家事援助事業に

ついては、利用実績及び介護保険

制度との整合を図るため、当該事

業を廃止します。 

事業の廃

止 

－ － 平成１９年度から当該事業を廃止しました。 H19

◎ 

H20 

－ 

健康福祉部 

高齢福祉課 

高齢福祉担当 

６ 寿バスカード事

業の在り方の検

討 

 寿バスカード事業については、

福祉バスや新交通システムの在り

方等も踏まえ、その在り方につい

ての検討を進めます。 

 

在り方の

検討 

見直しに

向けた取

組 

 

－  平成２０年度末をもって、当該事業を廃止し

ました。 

H19 

○ 

H20 

◎ 

健康福祉部 

高齢福祉課 

高齢福祉担当 

７ 高齢者デイサー

ビス事業の廃止 

 高齢者デイサービス事業につい

ては、利用実績及び介護保険制度

との整合を図るため、当該事業を

廃止します。 

 

事業の廃

止 

－ － 平成１９年度から当該事業を廃止しました。 H19

◎ 

H20 

－ 

健康福祉部 

高齢福祉課 

高齢福祉担当 

８ 高齢者ショート

ステイ事業の廃

止 

 高齢者ショートステイ事業につ

いては、利用実績及び介護保険制

度との整合を図るため、当該事業

を廃止します。 

 

事業の廃

止 

－ － 平成１９年度から当該事業を廃止しました。 H19

◎ 

H20 

－ 

健康福祉部 

高齢福祉課 

高齢福祉担当 

９ 観光協会の一元

化 

 各地域に設置されている観光協

会の一元化を図り、アスト津に事

務所兼案内所を設置し、本市の観

光施策の充実を図ります。 

 

観光協会

の一元化 

－ － 平成２０年４月に香良洲観光協会が津市観光

協会に入会することにより、観光協会の一元化

を図りました。 

H19 

◎ 

H20 

－ 

商工観光部 

観光振興課 

観光管理担当 

10 地域水田農業協

議会の一元化 

 一体的な農業政策を推進するた

め、香良洲地域水田農業協議会の

津地域水田農業協議会への統合を

はじめ、各地域の水田農業協議会

の一元化を目指します。 

 

香良洲地

域協議会

の統合 

その他の

協議会と

調整 

調整に基

づく取組 

ＪＡを単位とした協議会の移行について、８

地域の水田農業協議会との調整を行いました。 

H19

○ 

H20 

○ 

農林水産部 

農林水産政策

課 

農業振興担当 
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11 優良農作物奨励

事業の廃止 

 社会情勢の変化を踏まえた農業

施策を展開するため、優良農作物

奨励事業の段階的な見直しにより

当該事業を廃止します。 

段階的な

見直し 

段階的な

見直し 

事業の廃

止 

平成２０年度は、優良農作物奨励金の松阪牛

共進会における対象範囲を縮小しました。 

H19 

○ 

H20 

○ 

農林水産部 

農林水産政策

課 

農業振興担当 

12 

 
新交通システム

の導入 

 効率的な公共交通システムの構

築を図るため、合併前の市町村単

位で実施されてきた各種バス事業

等について調査検討を行い、新た

な交通システムの導入を目指しま

す。 

新交通シ

ステムの

検討 

新交通シ

ステムの

準備及び

導入 

導入の拡

大及び必

要な見直

し 

津市公共交通システム検討委員会の開催、各

地域における地域審議会や地域懇談会での説明

やパブリックコメントの実施を通じ、種々の意

見があったことを受け、コミュニティ交通につ

いては、平成２２年４月の運行開始を目途に引

き続き準備を進めていきます。 

H19

○ 

H20

△ 

都市計画部 

交通政策課 

交通政策担当 

及び関係所管 

13 ピースフルフラ

ワーガーデン事

業の廃止 

 ピースフルフラワーガーデン事

業について、近隣において民間事

業者による同趣旨の事業が展開さ

れるため、廃止します。 

 

事業の廃

止 

－ － 平成１９年度から当該事業を廃止しました。 H19

◎ 

H20 

－ 

久居総合支所 

地域振興室 

地域振興担当 

14 千里ヶ丘まつり

事業の廃止 

 これまで、市の委託事業として

実施してきた千里ヶ丘まつりにつ

いては、公的関与の妥当性の観点

から市の委託事業としての実施を

廃止します。 

 

事業の廃

止 

－ － 平成１９年度から当該事業を廃止しました。 H19

◎ 

H20 

－ 

河芸総合支所 

地域振興室 

地域振興担当 

15 人と地域の安全

安心推進事業の

廃止 

 これまで実施してきた人と地域

の安全安心推進事業については、

同趣旨の防災研修事業が実施され

たことに伴い廃止します。 

事業の廃

止 

－ － 平成１９年度から当該事業を廃止しました。 H19

◎ 

H20 

－ 

香良洲総合支

所 

市民福祉課 

福祉担当 

16 白山町秋の自然

歩道体験ウォー

ク事業の廃止 

 白山町秋の自然歩道体験ウォー

ク事業について、これまでの利用

実績及び住民ニーズの観点から廃

止します。 

事業の廃

止 

－ － 平成１９年度から当該事業を廃止しました。 H19

◎ 

H20 

－ 

白山総合支所 

地域振興室 

地域振興担当 
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17 観光トイレの設

置箇所の見直し 

 現在美杉地域に１５箇所設置さ

れている観光トイレについて、観

光客の利用状況を踏まえ設置箇所

の見直しを図ります。 

 

利用状況

等の調査 

 

設置箇所

見直し 

－ － 平成１９年度に、現有のとおり設置の継続を

決定し、引き続き市有施設として維持管理を行

いました。 

H19

◎ 

H20 

－ 

美杉総合支所 

産業環境課 

産業・環境担

当 

 

イ 事務の執行方法の見直し 

連番 取組項目 取組概要 H19取組 H20 取組 H21取組 H20進捗状況 点検 所管部課等 

18 人事給与ネッ

トワークシス

テムの導入 

 各課等で行う人事庶務事務の軽

減を図るため、職員情報を電子化

しネットワーク上で情報交換が行

える人事給与ネットワークシステ

ムを導入します。 

 

 

人事給与

ネットワ

ークシス

テムの導

入 

運用開始 対象事務

の拡充 

平成２０年５月１日より正規職員、再任用短

時間勤務職員及び嘱託職員を対象とした人事給

与ネットワークシステムを導入し、運用を開始

しました。 

 

H19 

○ 

H20 

○ 

総務部 

人事課 

人事政策担当 

19 給与明細書の

電子配信の実

施 

 給与明細書について、職員個別

配送による給与費明細書の作成経

費の削減を図るため、当該明細書

の電子配信を実施します。 

 

電子配信

システム

の構築 

運用開始 継続した

取組 

 津市電子自治体構築計画の基幹システムの中

で、新しく人事給与システムが整備されるた

め、給与明細書の電子配信システムについても

当該スケジュールの中で整備を進めており、平

成２２年度からの運用開始に向け、準備を進め

ています。 

 

H19 

△ 

H20 

△ 

総務部 

人事課 

給与厚生担当 

20 行政経営シス

テムの構築 

 長期的な視点のもと、将来にわ

たって持続的な発展が可能となる

健全な行政経営を図るため、新し

い公共経営の考え方を取り入れた

行政運営の仕組みを構築します。 

 

 

行政経営

システム

の構築 

導入 検証及び

必要な見

直し 

平成２０年４月から行政経営システムを導入

し、関連する評価、人材育成システムの年次的

構築を進めます。 

H19

○ 

H20 

○ 

総務部 

行政経営課 

行政経営担当 
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21 組織機構の見

直し 

 本庁、総合支所に係る組織体制

並びに配置職員数等の組織機構に

ついて、住民ニーズへの迅速な対

応、新たな制度や行政課題への柔

軟な対応等の観点から、適宜、必

要な見直しを行うこととします。 

見直しに

向けた検

討 

組織の見

直し 

検証及び

必要な見

直し 

総合計画の施策の積極的な推進への対応及

び、その推進を支えていくための経営型の行政

運営に向けた組織改正を平成２１年４月に行い

ます。 

 ⑴ 危機管理に係る総括体制の明確化 

 ⑵ 総合支所における資産税評価業務の見直

し 

 ⑶ 教育事務所の事務処理の見直し 

   

H19

○ 

H20 

○ 

総務部 

行政経営課 

行政経営担当 

22 契約事務の効

率化 

 発注に係る仕様の見直し等によ

り契約事務の効率化及び経費縮減

を図ります。 

 

仕様の見

直し等 

継続した

見直し 

継続した

見直し 

＜物品契約担当＞ 

調達契約課で一括して発注することで、契約

事務の効率化、経費縮減を、また、各施設に共

通する電気保安管理業務委託等に係る仕様書の

共通化を指導し、公正な競争が促進され、経費

の縮減を、それぞれ図ることができました。 

＜工事契約担当＞ 

これまで工事入札に参加するには、個別に各

市町に入札参加資格審査申請を行う必要があっ

たものを、平成２０年度分から県内各市町等が

共同して申請の受付・審査を実施しました。 

H19

○ 

H20 

○ 

総務部 

調達契約課 

物品調達契約

担当 

23 公用車両のリ

ース化に向け

た検討 

 公用車両の購入及び管理経費の

削減を図る手法として、リース化

について検討します。 

リース化

の検討 

検討結果

に基づく

取組 

検討結果

に基づく

取組 

平成１９年度において、公用車のリース化に

ついて検討しましたが、本市の場合、現時点に

おいては公用車のリース化によるメリットは少

ないため実施しないこととしました。なお、検

討は引き続き行っていきます。 

H19

○ 

H20

○ 

政策財務部 

財産管理課 

財産管理担当 

24 各種国際交流

事業の見直し 

 姉妹・友好都市に係る各種国際

交流事業の効率化を図るため、記

念イベントの共同開催や事業規模

等の見直しにより、住民主体によ

るイベント等の活性化と運営の効

率化を目指します。 

事業実施

方法の見

直し 

継続した

取組 

継続した

取組 

平成２０年１１月に津市国際交流デーとして

国際交流イベントを津市国際交流協会等と合同

開催しました。 

H19

○ 

H20 

○ 

市民部 

国際・国内交

流室 

国際・国内交

流担当 
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25 クリーンセン

ターくもずの

受付時間の見

直し 

 クリーンセンターくもずの受付

時間の見直しを図ることにより、

運転管理経費の節減を図ります。 

関係団体

との協議 

受付時間

の見直し 

継続して

実施 

 

受付時間の短縮は、市民サービスの低下につ

ながることから、その代替策をし尿等許可業者

と協議しています。 

H19 

○ 

H20

△ 

環境部 

安芸・津衛生

センター 

業務担当 

26 森清掃事業管

理センターの

統合 

 現在、２箇所設置している家庭

ごみの収集に係る事務所につい

て、森清掃事業管理センターを本

庁環境事業課への統合を図ること

により、事務所管理運営経費の削

減及び収集体制の効率化を図りま

す。 

統合に向

けた取組 

業務基準

の統一化 

センター

の統合 

 平成２１年４月から環境事業課へ統合しま

す。 

H19

○ 

H20 

○ 

環境部 

環境事業課 

管理担当 

27 ごみ収集業務

（委託分）の

契約方法の見

直し 

 現在、一部随意契約により外部

委託を行っているごみ収集業務に

ついて、市場競争原理による契約

金額の縮減を図るため入札方式を

導入します（下水道の整備等に伴

う一般廃棄物処理業等の合理化に

関する特別措置法に基づく対応分

は除く。）。 

 

課題等の

検討 

検討結果

に基づく

取組 

契約方法

の見直し 

 総合支所ごとの諸課題について、引き続き検

討を進めています。 

H19

○ 

H20 

○ 

環境部 

環境事業課 

管理担当 

28 

 
幼保施設の共

用化（幼保一

元） 

 幼保一体化施設における合同保

育を段階的に進めるとともに、合

同保育の実践結果及び施設の設置

状況も踏まえ、認定こども園の設

置等についても検討を行うなど幼

保の共用化を進めます。 

合同保育

実施 

(１箇所) 

 

 

 

合同保育

実施 

(２箇所) 

 

認定こど

も園設置

の検討 

合同保育

実施 

(３箇所) 

 

検討結果

に基づく

取組 

白山乳幼児教育センター・浜っ子幼児園にお

いて、ワーキング会議を実施し合同カリキュラ

ムの検討をすると共に、実施調整会議を開く中

で、第１・２モデル園の検証をしてきました。 

また、公立保育所・幼稚園での認定こども園

制度の導入については、組織運営面や財政上の

支援体制だけでなく、他市の事例なども併せて

調査し、メリット・デメリットを研究していき

ます。 

H19

○ 

H20 

○ 

健康福祉部 

こども家庭課 

保育担当 

 

教育委員会 

教育研究支援

課 

教育研究担当 



 

9 

29 道路路面復旧

業務及び施設

修繕業務の効

率化 

 道路路面復旧、施設修繕業務等

の効率化を図るため、単価契約方

式による対応が可能であるものに

ついては、市域を通じて単価契約

方式での委託業務への見直しを図

ります。 

単価契約

方式への

統一 

継続して

実施 

継続して

実施 

路面等清掃、道路路面復旧、排水構造物清

掃、道路反射鏡等設置に係る委託業務の単価契

約を行い、平成２０年度には区画線設置に係る

委託業務ついても単価契約方式を導入しまし

た。 

 

H19

○ 

H20 

○ 

建設部 

津北・南工事

事務所 

管理担当 

30 建設作業（相

川）事務所の

執行体制の見

直し 

 全市域を対象とした効果的及び

効率的な執行体制の確立を図るた

め、建設作業（相川）事務所に係

る所掌業務及び所管区域の見直し

を行います。 

 

所管区域

及び所掌

業務の見

直し 

継続して

実施 

継続して

実施 

平成２０年度より、建設作業事務所の所管区

域を全市域対象としました。 

 

H19

○ 

H20 

○ 

建設部 

津北・南工事

事務所 

管理担当 

31 久居総合支所

における各課

直通電話（ダ

イヤルイン）

の導入 

 現在、実施している電話交換業

務を廃止し各所管直通のダイヤル

イン方式とすることにより、経費

削減を図ります。  

ダイヤル

イン方式

の導入 

－ － 平成２０年１月にダイヤルイン方式を導入し

ました。 

H19

◎ 

H20 

－ 

久居総合支所 

総務課 

財産管理担当 

32 ごみステーシ

ョンに係る契

約方法の見直

し 

 現在、随意契約により外部委託

を行っているごみステーションの

管理運営業務について、市場競争

原理による契約金額の縮減を図る

ため入札方式を導入します。 

見直しに

向けた取

組 

契約方法

の見直し 

継続 香良洲地域においては、外部委託の対象とな

る業者が１社であるため、平成２０年度は随意

契約となりました。 

H19

○ 

H20 

○ 

香良洲総合支

所 

産業環境課 

産業・環境担

当 

33 水道局組織の

見直し 

 行財政改革大綱を踏まえ簡素で

効率的な行政運営に向け、水道事

業所の在り方も含めた水道局の組

織機構について、住民ニーズへの

迅速な対応及び管理経費の縮減等

の観点から、適宜、必要な見直し

を行うこととします。 

見直しに

向けた検

討 

組織の見

直し 

検証及び

必要な見

直し 

分室の統合や、本局の担当組織の統合など平

成２０年４月に組織改正を行いました。 

H19

○ 

H20 

○ 

水道局 

水道総務課 

経営管理担当 
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34 

 
水道メーター

検針月の統一

化 

 現在、隔月又は毎月となってい

る水道メーターの検針業務につい

て、経費縮減の観点から検針月の

統一化を図るとともに、外部委託

についての検討を進めます。 

統一化に

向けた取

組 

住民等へ

の周知 

 

検針統一

化の実施 

 

外部委託

の検討 

検針月の統一化に伴う水道料金・下水道使用

料の請求月について検討した結果、事務効率や

経費等の課題が残り、統一方法について改めて

検討することとしました。 

H19

○ 

H20 

△ 

水道局 

営業課 

計量担当 

35 分遣所、分署

の在り方の検

討 

 火災、救急への同時対応など総

合的な消防救急力の向上を図る観

点から、分遣所及び分署の在り方

について検討します。 

 

在り方の

検討 

検討結果

に基づく

取組 

検討結果

に基づく

取組 

平成２０年９月に「消防力適正配置に向けた

消防署所整備方針」を策定し、「消防力適正配

置調査」等を踏まえ、適正配置の対象となる地

域への説明を行うとともに、当該方針に沿った

取組を進めてきました。 

H19

○ 

H20 

○ 

 

消防本部 

消防総務課 

企画広報担当 

36 公共料金支払

管理システム

の導入 

 公共料金支払管理システムを導

入し、公共料金の支払方法を納付

書払いから口座振替払い（口座引

落）に改善することにより、支払

業務の効率化及び迅速化を図りま

す。 

 

システム

導入に向

けた取組 

システム

導入 

継続して

実施 

平成２０年１０月に公共料金支払管理システ

ムを導入し、公共料金の口座振替払い（口座引

落）を実施しました。 

H19

○ 

H20 

○ 

会計管理室 

出納担当 

37 公立幼稚園の

運営等の見直

し 

 幼小連携の充実など、公立幼稚

園としての特色ある教育内容の充

実を図るとともに、３歳児保育、

預かり保育など、保護者ニーズに

対応のほか、一定園児数の確保に

よる教育内容の充実の観点から小

規模幼稚園の適正配置に向けた取

組を進めます。 

 

 

運営の在

り方等の

検討 

検討結果

に基づく

取組 

検討結果

に基づく

取組 

幼稚園・小中学校在り方検討委員会におい

て、少人数園の在り方や、保護者ニーズである

給食や預かり保育の充実等について、引き続き

検討しました。 

H19

○ 

H20 

○ 

教育委員会 

教育研究支援

課 

教育研究担当 
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38 小中学校の活

性化 

 学校規模の適正化を踏まえ、小

中学校の活性化、小中一貫教育の

推進を進めるなど、教育内容の充

実を図り、小学校の適正配置につ

いて検討していきます。 

活性化及

び統廃合

に向けた

検討及び

小中一貫

教育の推

進 

検討結果

に基づく

取組 

 

検討結果

に基づく

取組 

 

 

平成２１年４月に美杉東小学校と美杉南小学

校が統合し、美杉小学校となります。 

また、平成２２年度に太郎生小学校が統合す

ることで保護者の意見がまとまり、地域へも報

告しました。  

なお、その他の地域についても引き続き検討

していきます。 

 

H19

○ 

H20 

○ 

教育委員会 

教育研究支援

課 

教育研究担当 

39 通学区域の弾

力的運用 

 通学区域については、保護者や

子どもの諸事情に配慮したより良

い教育環境を提供するため、通学

区域審議会を設置し、通学区域の

弾力的運用を図るための見直しを

図るとともに、小中学校の適正配

置についての検討結果を踏まえた

通学区域を検討します。 

 

通学区域

の見直し

及び検討 

継続して

取組 

継続して

取組 

平成２１年４月の美杉小学校への統合に伴

い、統合後の小学校区を整理確認しました。 

また、通学区域審議会において通学区域に係

る検討を引き続き行いました。 

H19

○ 

H20 

○ 

教育委員会 

学校教育課 

学務担当 

40 

 
成人式の開催

方法の検討 

 現在、地域活動振興予算により

各地域で開催している成人式につ

いて、一体性を高める観点から、

全市一本化開催に向けた検討を進

めます。 

 

検討結果

に基づく

実施 

－ －  平成２０年１月から成人式を一本化して開催

しています。 

H19

◎ 

H20 

－ 

教育委員会 

生涯学習課 

青少年担当 

41 津市文化振興

事業の見直し 

 津市文化振興事業と各施設等が

行っている事業の整理を行うこと

により、経費節減を図るととも

に、各地域の特性や各施設等の特

性を生かした事業実施に向けた見

直しをします。 

 

事業の在

り方の検

討 

検討結果

に基づく

取組 

－ 文化振興事業と市内各文化ホールの自主事業

（地域活動振興事業）との内容を整理し、平成

２０年度から事業別予算として一本化し、地域

の特性や施設の機能を活かした事業の取組がで

きるよう見直しました。 

H19

○ 

H20 

◎ 

スポーツ・文

化振興室 

ﾘｰｼﾞｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

ﾘｰｼﾞｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ管

理担当 
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42 教育集会所の

在り方の検討 

 教育集会所について、現在の利

用状況、利用方法等を踏まえつ

つ、施設の在り方を検討します。 

施設の在

り方検討 

検討結果

に基づく

取組 

検討結果

に基づく

取組 

各教育集会所所管事務所の意見聴取や教育集

会所事業実施調査及び教育集会所運営委員会の

開催状況を視察するなどして、教育集会所の利

用状況の実態把握に努めると共に、各教育集会

所の今後の維持管理について地元住民・自治会

の意向確認を行いました。 

 

H19

○ 

H20 

○ 

教育委員会 

人権教育課 

人権教育担当 

43 

 
放課後児童健

全育成事業の

運営管理の見

直し 

 合併調整の内容を踏まえつつ、

全市的なサービス提供の均衡を図

る観点から、放課後児童健全育成

事業（久居地域）について公設民

営化に向けた見直しを行います。 

 

公設民営

化に向け

た協議 

公設民営

化に向け

た協議及

び準備 

公設民営

化の実施 

久居地域の放課後児童クラブについては、平

成２１年度の「公設民営」化に向け、各クラブ

と連携、協議を重ね取組を進めています。 

H19

○ 

H20 

○ 

教育委員会 

生涯学習課 

青少年担当 

44 投票区の再編  現行の投票区から、選挙人の利

便性に配慮しつつ、投票区の統

合・分割について検討を進め、投

票所の見直し及び投票区の再編を

図ります。 

投票区等

の見直し 

( ６ 投票

区減) 

投票区等

の見直し 

投票区等

の見直し 

 平成１９年度に６投票区（一志地区：４、美

杉地区：２）の減数を実施しました。 

平成２０年度は更に３投票区（白山地区：３）

を減数し、当初の１３１投票区から１２２投票

区に再編しました。 

 

H19

○ 

H20 

○ 

選挙管理委員

会事務局 

選挙担当 

 

ウ 本庁と総合支所における役割分担の見直し 

連番 取組項目 取組概要 H19取組 H20 取組 H21取組 H20進捗状況 点検 所管部課等 

45 本庁と総合支所

の役割の見直し 

 職員数の削減を踏まえ、本庁と

総合支所の役割の見直しを図りま

す。 

見直しに

向けた検

討 

役割の見

直し 

検証及び

必要な見

直し 

本庁への事務の集約化や教育委員会事務局教

育事務所に係る隣接事務所の事務の共同化など

平成２１年４月からの効率的な執行体制に向け

た見直しを行いました。 

 

H19

○ 

H20 

○ 

総務部 

行政経営課 

行政経営担当 
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46 出張所の再編整

備 

 

（出張所の統廃

合） 

 効率的な行政運営を図るため、

再任用職員の活用を図るととも

に、２６出張所の適正配置を検討

しながら、再編整備に向けた取組

を進めます。 

前期計画

策定 

(旧津 12

出張所) 

 

－ 

地元説明 

 

前期計画

実施 

 

 

後期計画

策定 

( そ の他

14 出 張

所) 

－ 

 

 

 

 

 

地元説明 

 

 

津地域における１２出張所（前期計画分）に

ついては、平成２１年４月から、基幹となる出

張所（３出張所）及び一般の出張所（９出張

所）として新たな運用を開始します。 

また、津地域以外の１４出張所については、

平成２０年１０月に関係総合支所長会議を開催

するなど、後期計画策定に向けた取組を引き続

き進めます。 

H19

○ 

H20 

(◎) 

 

H20 

△ 

 

市民部 

市民交流課 

企画管理担当 

 

 

各総合支所 

総務課総務担

当 

 

47 建設工事事務の

円滑化 

 職員の集中化により事業の円滑

な推進と事務の効率化を図るた

め、現在の総合支所の所掌事務を

久居工事事務所が一部担うことも

含め、本庁、久居工事事務所及び

総合支所の所掌事務の見直しを行

います。 

見直しに

向けた検

討 

段階的な

見直し 

検証及び

必要な見

直し 

平成２０年４月の組織改革により、津北・南

工事事務所を設置し、各総合支所における建設

部門の所掌事務の一部を、各工事事務所が受け

持つことにより、事業の円滑な推進と事務の効

率化を図りました。 

H19

○ 

H20 

○ 

建設部 

津北・南工事

事務所 

管理担当 

 

 エ 公正の確保と透明性の向上 

連番 取組項目 取組概要 H19取組 H20 取組 H21取組 H20進捗状況 点検 所管部課等 

48 パブリックコメ

ント制度の導入 

 本市の政策等に係る意思決定過

程における住民参加並びに公平性

及び透明性の確保を図るため、パ

ブリックコメント制度を導入しま

す。 

制度導入 － － 平成１９年度にパブリックコメント制度を導

入しました。 

H19

◎ 

H20 

－ 

市民部 

市民交流課 

広聴相談担当 

49 計画的な財務監

査及び行政監査

の実施 

 庁内の財務監査及び行政監査は

もとより、本市の財政援助団体等

のほか、指定管理者に係る財務監

査も含め、計画的な監査を進めま

す。 

計画的な

監査の実

施 

継続して

実施 

継続して

実施 

 監査等実施計画に基づき、定期監査・行政監

査、決算審査、例月現金出納検査、住民監査請

求監査はもとより、財政援助団体監査も実施す

るとともに、平成２０年度からは新たに財政健

全化判断比率等審査を実施しました。 

H19

○ 

H20 

○ 

監査事務局 

監査担当 



 

14 

50 内部の事務処理

に係る管理体制

の充実 

 内部の事務処理に係る公正性を

確保するため、事務の簡素化、効

率化に向けた見直しに併せて、管

理体制についても常に見直しを図

ります。 

 

 

管理体制

の見直し 

検証及び

必要な見

直し 

検証及び

必要な見

直し 

事務専決規程における共通専決事項を中心に

事務の簡素化、効率化を図るため、専決内容の

一部見直しを行いました。 

 

H19

○ 

H20 

○ 

全庁 

51 包括外部監査制

度の検討 

 包括外部監査制度について、費

用対効果も含めた導入の是非につ

いて検討を進めます。 

導入の是

非につい

ての検討 

検討結果

に基づく

取組 

検討結果

に基づく

取組 

検討の結果、他市の事例状況からメリットが

少ないことや、本市の監査委員に公認会計士を

配置していることから、当面の間、包括外部監

査制度の導入は行わないこととしますが、引き

続き導入の可能性について検討していきます。 

 

 

H19

○ 

H20 

○ 

総務部 

行政経営課 

行政経営担当 

 

オ 行政評価に係るシステムの構築 

連番 取組項目 取組概要 H19取組 H20 取組 H21取組 H20進捗状況 点検 所管部課等 

52 行政評価システ

ムの構築 

 一定予算の枠配分方式の導入と

相まって、各所管が事業の実施効

果等を主体的に評価し、その評価

結果が、その後の施策展開に反映

できる行政評価システムの構築を

進めます。 

システム

の構築 

システム

の導入 

導入結果

の見直し

と必要な

見直し 

平成２０年度から「政策評価」、「事務事業評

価」、「業績評価」からなる行政評価システムを

試行的に導入し、これに基づき４月に政策評価

及び業績評価の目標設定を、６月に事務事業評

価を、１１月に政策評価及び業績評価の中間点

検をそれぞれ実施しＰＤＣＡサイクルの具体化

に繋げてきたところです。 

 

 

 

H19

○ 

H20 

△ 

総務部 

行政経営課 

行政経営担当 
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２ 民間活用の在り方 

 

 ア 外部委託等の推進 

連番 取組項目 取組概要 H19取組 H20 取組 H21取組 H20進捗状況 点検 所管部課等 

53 旅費計算事務の

外部委託 

 旅費額の計算については、外部

委託による事務の効率化による人

件費の削減及び旅費支出額の抑制

を図ります。 

 

実施方法

の検討 

外部委託

の実施 

継続して

取組 

当該事務に係る経費や手続き方法等について

引き続き検討していきます。 

H19

○ 

H20

△ 

総務部 

人事課 

給与厚生担当 

54 ご み 収 集 業 務

（直営分）の外

部委託の推進 

 現在、直営及び外部委託の併用

により実施しているごみ収集業務

について、民間活用の推進及び経

費縮減等を図るため、外部委託の

推進を図ります。 

 

外部委託

に向けた

検討 

外部委託

に向けた

検討 

検討結果

に基づく

取組 

平成２１年４月の森清掃事業管理センターと

の統合により、当面は業務量の推移を見定めま

すが、直営分の収集業務については部分的な外

部委託の検討を行います。 

H19

○ 

H20

○ 

環境部 

環境事業課 

管理担当 

55 設計業務等に係

る外部委託の検

討 

 効率的な事務の執行を図るた

め、設計業務等に係る外部委託の

在り方について検討を進め、職員

の技術力の育成と業務量の変化に

対応できる効率的な執行体制の両

立を目指します。 

 

外部委託

の在り方

に向けた

検討 

段階的な

外部委託

の実施 

段階的な

外部委託

の実施 

道路及び街路の新設改良、都市公園整備に係

る設計、下水道に係る測量設計の外部委託を実

施しました。 

H19

○ 

H20

○ 

公共工事施工所

管 

56 水道料金収納業

務の外部委託 

 水道料金の徴収事務について、

外部委託を図ることにより徴収経

費の削減及び収納率の向上を図り

ます。 

 

 

外部委託

の実施 

－ －  平成１９年度から水道料金収納業務の外部委

託を実施しています。 

H19 

◎

H20 

－ 

水道局 

営業課 

料金担当 
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イ 公共施設の在り方の見直し 

連番 取組項目 取組概要 H19取組 H20 取組 H21取組 H20進捗状況 点検 所管部課等 

57 津市地域情報セ

ンターの管理運

営方法の見直し 

 民間ＩＤＣ（データセンター）

の利活用による安全・安心な基幹

系サーバー等の稼働環境を確保し

つつ、津市地域情報センターの管

理運営方法の見直しに向けた検討

を進めます。 

 

 

 

 

基幹系サ

ーバー移

設及び管

理運営方

法の検討 

検討結果

に基づく

取組 

 

検討結果

に基づく

取組 

民間ＩＤＣの利活用により、安全・安心な基

幹系サーバの保守の維持に努めました。 

また、平成２０年度に地域情報センターの運

営に係る外部委託について検討を行った結果、

平成２１年度から一部外部委託を行います。 

H19

○ 

H20 

○ 

総務部 

情報企画課 

情報システム運

用担当 

58 津リージョンプ

ラザ管理運営方

法の見直し 

 津リージョンプラザについて、

民間活力の導入による市民サービ

スの向上及び経費縮減を図るた

め、関係所管とともに指定管理者

制度の導入も含めた管理運営方法

の見直しについて検討します。 

 

管理運営

方法の検

討 

 

 

 

検討結果

に基づく

取組 

 

 

 

検討結果

に基づく

取組 

 

 

 

 管理運営方法の見直しについては、当該関係

設備の修繕を行うことなどから、平成２０年４

月の民間委託の導入を見送り、継続して検討す

ることとしました。 

また、平成２１年４月１日から業務の民間委

託を実施することから、利用者へのサービス低

下を招かないよう、移行時の指導体制の検討や

操作マニュアルを作成しました。 

 

 

H19

△ 

H20

○ 

スポーツ・文化

振興室 

ﾘｰｼﾞｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

ﾘｰｼﾞｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ管

理担当 

59 久居斎場の管理

運営方法の見直

し 

 久居斎場について、民間活力の

導入による市民サービスの向上及

び経費縮減を図るため運営業務の

外部委託に向けた取組を進めま

す。 

委託に向

けた施設

改修の計

画策定 

委託に向

けた施設

改修の取

組 

委託に向

けた施設

の改修 

 

久居斎場の運営業務の外部委託を行うために

は、施設改修が必要となりますが、総合計画に

新斎場建設計画が位置づけられたことから、改

修計画の策定については、その動向も踏まえた

検討を行っていくこととしました。 

 

 

H19

△ 

H20 

△ 

市民部 

市民課 

戸籍・管理担当 



 

17 

60 クリーンセンタ

ーおおたか等に

係る運転管理業

務の一部外部委

託化等 

 現在、直営により２４時間体制

で運転管理を行っているクリーン

センターおおたかについて、運転

管理経費の縮減を図るため深夜及

び準深夜の運転管理業務の外部委

託を行うとともに、全面委託につ

いての検討を進めます。 

 なお、河芸美化センターの効率

的かつ効果的な運営を図るため、

外部委託についても検討を進めま

す。 

 

外部委託

の検討 

検討結果

に基づく

取組 

外部委託

の実施 

 平成２１年１０月の業務委託に向け、委託の

範囲を「深夜および準深夜勤務」と決定しまし

た。 

 なお、河芸美化センターについては、当該業

務委託に伴う減員分を配置する方針で調整中で

す。 

H19

○ 

H20 

○ 

環境部 

クリーンセンタ

ーおおたか 

業務担当 

61 公立保育所の民

営化に向けた検

討 

 入所児童の実態や公私保育所の

地域的なバランスなども考慮しな

がら津、久居及び河芸地域におけ

る民営化の導入を検討します。 

 

 

 

民営化に

向けた検

討 

検討結果

に基づく

取組 

検討結果

に基づく

取組 

平成２０年度については、外部の有識者によ

る「津市公立保育所民営化計画策定懇話会」で

の意見を受けて、民営化の実施方法等について

検討を行いました。 

H19

○ 

H20

○ 

健康福祉部 

こども家庭課 

保育担当 

62 阿漕塚記念館へ

の指定管理者制

度の導入 

 阿漕塚記念館について、民間活

力の導入による市民サービスの向

上及び経費縮減を図るため、指定

管理者制度の導入に向けた取組を

進めます。 

 

 

 

 

指定管理

者制度導

入に向け

た検討 

検討結果

に基づく

取組 

指定管理

者制度の

導入 

 

 当該施設は、大半が地元自治会による集会所

的な利用や文化芸能団体などによる利用であり

収益性の低い状況です。 

 このことから指定管理者制度を導入しようと

する場合、地元自治会等を対象とした検討を行

うことになりますが、現状では地元自治会等に

よる受付などの管理業務は困難な状況にあり、

当該制度の導入のメリットは少ないことから当

面は現行の管理委託を継続することとしまし

た。 

H19

○ 

H20

△ 

商工観光部 

観光振興課 

観光管理担当 
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63 勤労青少年ホー

ムの廃止 

 勤労青少年ホームについて、施

設の老朽化が著しく、また利用者

等のニーズも変化していることか

ら廃止することとします。 

 なお、若者の社会的自立及び職

業的自立を行う観点から、現在の

勤労青少年講座は内容精査を行

い、市内既存施設の活用による開

催を検討します。 

利用者へ

の周知 

 

講座内容

の精査 

ホームの

廃止 

 

 

他施設で

の講座開

催 

 

－ 

 

 

－ 

勤労青少年ホームは平成１９年度で廃止しま

したが、勤労青少年講座については、市内既存

施設を活用して開催しています。 

H19

◎ 

H20 

◎ 

商工観光部 

商業労政振興課 

労政担当 

64 サン・ワーク津

への指定管理者

制度の導入 

 サン・ワーク津について、民間

活力の導入による市民サービスの

向上及び経費縮減を図るため、指

定管理者制度の導入に向けた取組

を進めます。 

 

指定管理

者制度導

入に向け

た取組 

検討結果

に基づく

取組 

指定管理

者制度の

導入 

指定管理者制度の導入に向け、施設の修繕を

行うべく、平成２０年度については、空調設備

等改修工事の設計業務を実施しました。 

H19

○ 

H20 

○ 

商工観光部 

商業労政振興課 

労政担当 

65 新町ポンプ場維

持管理業務に係

る外部委託の拡

大 

 現在、臨時職員により実施して

いる新町ポンプ場の日常的な清掃

及び沈砂掻揚機の運転等の場内維

持管理業務について、現行のポン

プ場巡視点検業務の委託に加える

ことにより、経費節減等を図りま

す。 

外部委託

の拡大 

－ 

 

－ 

 

臨時職員により対応していた新町ポンプ場の

清掃及び沈砂掻場機の運転等の場内維持管理業

務について、平成１９年度に津地区内ポンプ設

備点検整備（巡視）業務委託に加えました。 

H19

◎ 

H20 

－ 

下水道部 

下水道施設課 

施設担当 

66 給食提供の在り

方（センター化

等）の検討 

 給食施設の老朽化及び衛生管理

面の状況を踏まえ、より安全安心

な給食の提供を行うため、また地

域による中学校給食実施の格差を

解消するために、効率的な給食業

務の運営について、センター化も

視野に入れた検討をします。 

実施方法

の検討 

検討結果

に基づく

取組 

検討結果

に基づく

取組 

給食未実施となっている津・久居地域の中学

校１１校について、平成２３年度中に供用開始

するため、学校給食センター建設用地を取得し

ました。 

また、（仮称）津市学校給食センターの建設

に係る設計提案について公募を行いました。 

H19

○

H20 

○ 

教育委員会 

学校教育課 

保健・給食担当 
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67 体育館、野球場

及びグラウンド

等スポーツ施設

への指定管理者

制度の導入 

 体育館、野球場及びグラウンド

等スポーツ施設について、民間活

用の導入による市民サービスの向

上及び経費縮減を図るため、指定

管理者制度の導入に向けた取組を

進めます。 

 

指定管理

者制度導

入に向け

た検討 

指定管理

者制度の

導入 

指定管理

者制度の

継続 

対象となるスポーツ施設が多数あり、建設年

度、規模等に格差が大きいうえ、老朽化した施

設が多いこと、駐車場不足等の利便性が悪いこ

と、使用料の減免対象件数が多いこと等の課題

はありますが、引き続き当該制度の効果的な導

入に向けて精査･検討を行っていきます。 

H19

△ 

H20 

△ 

スポーツ・文化

振興室 

スポーツ振興課 

スポーツ振興担

当 

68 公民館の在り方

の検討 

 各公民館の活動状況、利用状況

等、その必要性を勘案し、施設の

統廃合等を視野に入れた検討をし

ます。 

適正配置

に向けた

検討 

検討結果

に基づく

取組 

検討結果

に基づく

取組 

全公民館を対象とした「公民館の現状につい

ての調査」を実施するとともに、津市生涯学習

スポーツ審議会等にて「公民館の在り方の検

討」を協議しました。 

H19

○ 

H20 

○ 

教育委員会 

生涯学習課 

公民館事業担当 

69 片田浄水場運転

管理業務の一部

委託 

 現在、直営により管理運営を行

っている片田浄水場について、そ

の業務の一部を外部委託すること

により経費縮減を図ります。 

外部委託

の検討 

外部委託

の実施 

外部委託

の継続 

局内で検討委員会を設置し検討を行ってきた

中で、老朽化の進行した現状の施設では、水質

変動による浄水量の確保が難しいことから、施

設改築を優先し、改築後に外部委託を検討する

こととしました。 

H19

○ 

H20 

△ 

水道局 

浄水課 

浄水管理担当 

70 津市久居総合福

祉会館への指定

管理者制度の導

入 

 津市久居総合福祉会館につい

て、民間活力の導入による市民サ

ービスの向上及び経費縮減を図る

ため、指定管理者制度の導入に向

けた取組を進めます。 

 

指定管理

者制度導

入に向け

た取組 

指定管理

者制度の

導入 

指定管理

者制度の

継続 

継続して関係各団体との協議を行い、課題の

整理を行っているところです。また、指定管理

者制度の導入に向け、施設の老朽化に伴う修繕

を実施しています。 

H19

△ 

H20 

△ 

久居総合支所 

福祉課 

福祉担当 

71 榊原自然の森温

泉保養館（湯の

瀬）への指定管

理者制度の導入 

 榊原自然の森温泉保養館につい

て、民間活力の導入による市民サ

ービスの向上及び経費縮減を図る

ため、指定管理者制度の導入に向

けた取組を進めます。 

指定管理

者制度の

導入に向

けた検討 

検討結果

に基づく

取組 

検討結果

に基づく

取組 

指定管理者制度を導入するには、施設に不具

合があった場合、その都度早急な修繕が必要と

なるため、当該制度の導入に向け、平成２０年

度は施設の改修を行いました。 

H19

○ 

H20 

○ 

久居総合支所 

産業環境課 

産業振興担当 



 

20 

72 河芸ほほえみセ

ンターの管理運

営方法の見直し

に係る検討 

 河芸ほほえみセンターについ

て、民間活力の導入による市民サ

ービスの向上及び経費縮減を図る

ため、関係所管とともに指定管理

者制度の導入も含めた管理運営方

法の見直しについての検討を進め

ます。 

 

管理運営

方法の検

討 

検討結果

に基づく

取組 

検討結果

に基づく

取組 

河芸ほほえみセンターは、使用料減免団体の

利用が多く、収益性が低い施設となっていま

す。 

このため、指定管理者導入の効果は薄く、導

入を見合わせることとしました。 

H19

○ 

H20 

○ 

河芸総合支所 

市民福祉課 

福祉担当 

73 芸濃保健福祉セ

ンターの管理運

営方法の見直し

に係る検討 

 芸濃保健福祉センターについ

て、民間活力の導入による市民サ

ービスの向上及び経費縮減を図る

ため、関係所管とともに指定管理

者制度の導入も含めた管理運営方

法の見直しについての検討を進め

ます。 

管理運営

方法の検

討 

検討結果

に基づく

取組 

検討結果

に基づく

取組 

ふれあいの湯を引続き休止し、さらに平成２

０年５月から機能回復訓練室の利用時間を午後

５時１５分までに変更し、業務委託の終了時間

を午後９時３０分から午後５時１５分へ短縮し

ました。 

また、保健福祉センター管理業務委託を庁舎

日常清掃業務委託と合算し、「庁舎日常清掃等

管理業務」として入札を行い合理化を図りまし

た。 

 

H19

○ 

H20 

○ 

芸濃総合支所 

総務課 

総務担当 

74 錫杖湖畔キャン

プ場及び落合の

郷への指定管理

者制度の導入 

 錫杖湖畔キャンプ場及び落合の

郷について、民間活力の導入によ

る市民サービスの向上及び経費縮

減を図るため、指定管理者制度の

導入に向けた取組を進めます。 

指定管理

者制度導

入に向け

た取組 

指定管理

者制度の

導入 

指定管理

者制度の

継続 

指定管理者制度導入については、地元におい

て受入の希望はありましたが、安定かつ継続し

た経営確保が困難であると判断し、錫杖湖水荘

の管理運営と併せ、経営形態の見直しを全市的

に調整しながら引き続き検討していきます。 

 

H19

△ 

H20 

△ 

芸濃総合支所 

産業環境課 

産業・環境担当 

75 錫杖湖水荘への

指定管理者制度

の導入 

 錫杖湖水荘について、民間活力

の導入による市民サービスの向上

及び経費縮減を図るため、指定管

理者制度の導入に向けた取組を進

めます。 

指定管理

者制度導

入に向け

た取組 

指定管理

者制度の

導入 

指定管理

者制度の

継続 

 指定管理者制度導入については、地元におい

て受入れの希望はありましたが、安定かつ継続

した経営確保は困難であると判断し、経営形態

の見直しについては全市的に調整しながら引き

続き検討していきます。 

H19

△ 

H20 

△ 

芸濃総合支所 

産業環境課 

産業・環境担当 
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76 高齢者生活福祉

センターの管理

運営方法の見直

し 

 高齢者生活福祉センターについ

て、管理運営経費の縮減を図るた

め、管理運営方法の在り方や使用

料等について同種の施設の所管と

ともに検討を行い、その結果を踏

まえた見直しを進めます。 

 

指定管理

者制度導

入に向け

た検討 

検討結果

に基づく

取組 

－ 高齢者生活福祉センターについて、指定管理

者制度の導入も視野に入れた検討を行った結

果、管理運営経費の大きな縮減効果が見込めな

いこと及び利用者が高齢者であることから直営

から指定管理者に移行することによる利用者へ

の影響が大きい点等を鑑み、直営による管理運

営を継続することとします。 

 

H19

○ 

H20 

◎ 

美里総合支所 

市民福祉課 

福祉担当 

77 津市美里農産物

加工センターへ

の指定管理者制

度の導入 

 津市美里農産物加工センターに

ついて、民間活力の導入による市

民サービスの向上及び経費縮減を

図るため、指定管理者制度の導入

に向けた取組を進めます。 

 

指定管理

者制度の

導入 

－ － 平成１９年４月より指定管理者制度を導入し

ました。 

H19

◎ 

H20 

- 

美里総合支所 

産業環境課 

産業・環境担当 

78 農村集落多目的

共同利用施設へ

の指定管理者制

度の導入に向け

た検討 

 安濃地域の農村集落多目的共同

利用施設について、民間活力の導

入による市民サービスの向上及び

経費縮減を図るため、指定管理者

制度の導入に向けた取組を進めま

す。 

 

指定管理

者制度導

入に向け

た検討 

検討結果

に基づく

取組 

検討結果

に基づく

取組 

 当該施設の利用実態等について把握するとと

もに、関係各課との調整を含め、引き続き指定

管理者制度の導入に向けた検討をしていきま

す。 

H19

○ 

H20 

△ 

安濃総合支所 

産業環境課 

産業・環境担当 

79 サンヒルズ安濃

の管理運営方法

の見直しに係る

検討 

 サンヒルズ安濃について、民間

活力の導入による市民サービスの

向上及び経費縮減を図るため、関

係所管とともに指定管理者制度の

導入も含めた管理運営方法の見直

しについての検討を進めます。 

 

 

管理運営

方法の検

討 

検討結果

に基づく

取組 

検討結果

に基づく

取組 

 サンヒルズ安濃は、施設の管理業務を職員１

名と臨時職員１名の最低人員により管理してい

ます。 

このため、指定管理者制度の導入は経費の増

加になることから、引き続き管理運営方法の検

討を進め、貸館業務等利用実態に合わせた効率

的な管理運営業務に努めます。 

H19

○ 

H20 

○ 

安濃総合支所 

総務課 

総務担当 
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80 サンデルタ香良

洲の管理運営方

法の見直しに係

る検討 

 サンデルタ香良洲について、民

間活力の導入による市民サービス

の向上及び経費縮減を図るため、

関係所管とともに指定管理者制度

の導入も含めた管理運営方法の見

直しについての検討を進めます。 

 

管理運営

方法の検

討 

検討結果

に基づく

取組 

検討結果

に基づく

取組 

現在、臨時職員３名(受付・管理運営等２

名、清掃等１名)の少人数で管理運営してお

り、指定管理者制度の導入は経費の増加になる

ことから、管理運営方法は現行を基本とします

が、今後も引き続き検討していきます。 

H19

○ 

H20 

○ 

香良洲総合支所 

総務課 

総務担当 

81 とことめの里一

志の管理運営方

法の見直しに係

る検討 

 とことめの里一志について、民

間活力の導入による市民サービス

の向上及び経費縮減を図るため、

関係所管とともに指定管理者制度

の導入も含めた管理運営方法の見

直しについての検討を進めます。 

管理運営

方法の検

討 

検討結果

に基づく

取組 

検討結果

に基づく

取組 

 指定管理者制度の導入の可能性について、民

間事業者に意向調査を行いましたが、当該制度

の導入に繋がらなかったため、管理運営方法に

ついては引き続き検討していきます。 

H19

○ 

H20 

○ 

一志総合支所 

総務課 

総務担当 

82 一志浄化センタ

ーの廃止 

 一志浄化センターについて、流

域下水道の整備に伴い廃止しま

す。 

センター

の廃止 

－ － 平成１９年４月に廃止しました。 H19

◎ 

H20 

－ 

一志総合支所 

産業環境課 

維持担当 

83 レークサイド君

ケ野の管理運営

方法の見直し 

 レークサイド君ケ野について、

管理運営検討会議の設置し、宿泊

施設の在り方や民間活力の導入も

含めた管理運営方法の見直しにつ

いての検討を行い、経営状況の改

善に向けた取組を進めます。 

管理運営

方法の検

討 

検討結果

に基づく

取組 

検討結果

に基づく

取組 

 管理運営検討会議の提言を受け、宿泊プラン

（１１コース）及び忘・新年会プランを設定し

新たな集客の取組を行いました。 

また、森林セラピー基地の拠点施設として森

林セラピーコーナーを併設し、平成２１年度に

向けた更なる集客を図ります。 

H19

○ 

H20 

○ 

美杉総合支所 

産業環境課 

産業・環境担当 

 

84 美杉地域産物加

工販売施設への

指定管理者制度

の導入 

 美杉地域産物加工販売施設につ

いて、民間活力の導入による市民

サービスの向上及び経費縮減を図

るため、指定管理者制度の導入に

向けた取組を進めます。 

指定管理

者制度導

入に向け

た検討 

検討結果

に基づく

取組 

指定管理

者制度の

導入 

 森林セラピー基地の拠点施設として本市が直

接的に地域と連携して取り組む必要があり、ま

た、美杉地域産物加工販売施設運営協議会の代

表者との協議を進めましたが、地域産物出品者

等、地域との結びつきを考慮して直営施設とし

て継続することとしました。 

H19

○ 

H20 

△ 

美杉総合支所 

産業環境課 

産業・環境担当 
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85 スカイランドお

おぼらの施設管

理業務の外部委

託の推進 

 現在直営で運営管理を行ってい

るスカイランドおおぼらについ

て、管理業務の一部外部委託を行

うことにより、経費縮減を図りま

す。 

 

 

外部委託

の検討 

外部委託

の実施 

外部委託

の継続 

平成１９年度に施設内のパターゴルフ場等の

外部委託について検討した結果、外部委託によ

るメリットが少ないことから、直営による管理

運営を継続することとしました。 

H19

○ 

H20 

△ 

 

美杉総合支所 

産業環境課 

産業・環境担当 

 

 

 ウ 外郭団体の在り方の見直し 

連番 取組項目 取組概要 H19取組 H20 取組 H21取組 H20進捗状況 点検 所管部課等 

86 出資・出捐団体

に係る経営状況

の把握 

 本市が出資・出捐する団体につ

いて、経営状況の健全化に向けた

取組を進めるため、指針の作成の

下、定期的に経営状況を把握する

とともに、改善が必要とされた団

体については健全化に向けた取組

を求めていきます。 

 

指針の策

定及び点

検 

必要とさ

れる関与

の見直し 

必要とさ

れる関与

の見直し 

外郭団体等について総合的に調査、研究等を

行うため、平成２０年５月に「津市外郭団体等

在り方検討会議」を立ち上げました。 

また、関係所管課において経営状況確認シー

トを作成し、外郭団体等の決算状況等の把握に

努めました。 

H19

○ 

H20 

○ 

関係所管課 

 

87 津市社会教育振

興会への関与の

見直し 

 津市野外活動センターの運営、

維持・管理、青少年健全育成事業

の実施を行っている財団法人津市

社会教育振興会について、今後の

関与の在り方の見直しを図りま

す。 

関与の見

直しに向

けた検討

及び協議 

必要とさ

れる関与

の見直し 

必要とさ

れる関与

の見直し 

財団法人津市社会教育振興会は青少年の体験

学習やリーダー研修等、生涯学習活動の一端を

担う財団であることから、財団の存続を決定

し、野外活動センターの利用啓発に努めまし

た。 

 また、当該センターの効率的な管理運営を図

り、事業費の抑制に努めることにより補助金を

削減しました。 

 

 

H19

△ 

H20 

○ 

教育委員会 

生涯学習課 

生涯学習振興担

当 
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 エ 地域との協働に向けた検討 

連番 取組項目 取組概要 H19取組 H20 取組 H21取組 H20進捗状況 点検 所管部課等 

88 各種国内交流事

業の見直し 

 国内の交流都市に係る各種交流

事業の効率化を図るため、合併前

にそれぞれの地域において地域振

興等の目的で行政が関与し実施し

ていた国内都市等との交流事業に

ついて、実施主体を住民団体へ移

行します。 

 

交流都市

及び団体

との協議 

協議結果

に基づく

取組 

協議結果

に基づく

取組 

平成１９年度に日本三津交流のまつり交流へ

の派遣・受入補助金の廃止や事務担当者会議の

廃止等を行い、平成２０年度は各交流事業担当

者等との情報交換や事業調整を引き続き行いま

した。 

H19

○ 

H20 

○ 

市民部 

国際・国内交流

室 

国際・国内交流

担当 

89 自治会連合会事

務局事務の見直

し 

 公的関与のあり方の観点から、

自治会連合会事務局としての事務

について、団体の自立を目指した

取組を進めます。 

 

自治会連

合会との

協議 

自治会連

合会との

協議 

協議に基

づく見直

し 

津市自治会連合会事務の見直しについては、

その必要性について随時説明を行い、団体の自

立について理解を求めてきました。 

H19

○ 

H20 

○ 

市民部 

市民交流課 

企画管理担当 

90 環境フェアの主

催の移管 

 現在、市主催により実行委員会

形式で開催している環境フェアに

ついて、これまで以上に環境意識

の高揚を図るため、住民主導によ

る実行委員会等への移行を推進し

ます。 

 

実行委員

会等によ

る主催に

向けた取

組 

実行委員

会等によ

る主催に

向けた取

組及び協

議 

実行委員

会等の主

催による

開催 

市民公募及び推薦により２１人の市民（市民

団体）が参画する実行委員会を立ち上げ、会議

を開催し、平成２０年度の事業を実施しまし

た。 

H19

○ 

H20 

○ 

環境部 

環境政策課 

企画管理担当 

91 都市公園等に係

る管理委託の拡

大 

 地域に密着した公園について

は、市民との協働の観点から公園

利用者である地元自治会等の自主

的な維持管理を促進するため、地

元自治会等への維持管理の委託の

拡大を進めます。 

 

段階的な

委託の拡

大 

継続して

取組 

継続して

取組 

平成２０年度は、５０５公園のうち４３１件

の地元管理業務委託契約を締結し、自主的な維

持管理の拡大を図りました。 

H19

○ 

H20 

○ 

建設部 

建設維持課 

公園担当 
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92 各スポーツ・レ

クリエーション

関係団体の事務

局事務の見直し 

 公的関与の在り方の観点から、

体育協会、レクリエーション協会

などのスポーツ・レクリエーショ

ン関係団体の事務局事務につい

て、団体の自主独立を目指した取

組を進めます。 

関係団体

との協議 

関係団体

との協議 

協議に基

づく見直

し 

津市体育協会等の関係団体による事務局事務

の自主運営に向け、人材や財源等について検討

し、各関係団体の平成２１年度以降の事務局事

務について、当該各関係団体の代表者等と協議

を行い、団体の専任による事務局長を配置する

よう整理しました。 

 

 

 

H19

○ 

H20 

○ 

スポーツ・文化

振興室 

スポーツ振興課 

スポーツ振興担

当 

93 各社会教育関係

団体の事務局事

務の見直し 

 公的関与の在り方の観点から、

ＰＴＡ連合会、婦人会連絡協議会

などの社会教育関係団体の事務局

事務について、団体の自主独立を

目指した取組を進めます。 

関係団体

との協議 

関係団体

との協議 

協議に基

づく見直

し 

ＰＴＡ連合会については、本部役員会におい

て、本部役員が事務局事務を行うことや、執行

場所の確保について議論し、会長、副会長及び

顧問、ＯＢ会長、アドバイザーの参加の下に事

務局体制の在り方について協議を行いました。                  

また、婦人会連絡協議会については、事務局

事務の支援について協議しました。 

 

 

 

H19

○ 

H20 

○ 

教育委員会 

生涯学習課 

生涯学習振興担

当 

94 河芸地域体育祭

事業及び各種ス

ポーツ大会の統

合及び主催の移

管 

 これまで市の委託事業として実

施してきた河芸地域体育祭事業及

び各種スポーツ大会について、河

芸地域体育振興事業として統合を

図るとともに、公的関与のあり方

の観点から、市民団体へ主催を移

管し、より地域に根ざした市民参

加型の事業展開を図ります。 

 

 

主催の移

管 

－ － 平成１９年度に事業の統合と主催の移管を行

いました。 

H19

◎ 

H20 

－ 

河芸総合支所 

地域振興室 

地域振興担当 
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95 津市河芸文化祭

事業等の実施主

体の移管 

 これまで市の委託事業として実

施してきた津市河芸文化祭事業、

かわげライトミュージックライブ

コンサート事業、河芸町子ども音

楽会事業及び河芸アドベンチャー

スクール事業について、公的関与

のあり方の観点から、市民団体へ

主催を移管し、より地域に根ざし

た市民参加型の事業展開を図りま

す。 

 

 

 

主催の移

管 

－ － 平成１９年度に主催の移管を行いました。 H19

◎ 

H20 

－ 

河芸総合支所 

地域振興室 

地域振興担当 

96 白山町ふれ愛フ

ェスタの実施主

体の移管 

 これまで市の委託事業として実

施してきた白山町ふれ愛フェスタ

について、公的関与のあり方の観

点から、市民団体へ主催を移管

し、より地域に根ざした市民参加

型の事業展開を図ります。 

 

 

 

主催の移

管 

－ － 平成１９年度に主催の移管を行いました。 H19

◎ 

H20 

－ 

白山総合支所 

地域振興室 

地域振興担当 
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３ 定員管理の在り方 

 

 ア 定員管理の適正化 

連番 取組項目 取組概要 H19取組 H20 取組 H21取組 H20進捗状況 点検 所管部課等 

97 臨時職員の削

減及び雇用形

態の見直し 

 簡素で効率的な執行体制を確立

するため、本庁舎及び総合支所庁

舎等における事務補助に係る臨時

職員（以下「事務補助職員」とい

う。）を削減します。また、事務

補助職員の効率的な活用を図るた

めに、雇用形態の多様化を図りま

す。 

事務補助

職員数合

併 前 の

1/2 

 

短時間勤

務形態の

導入 

業務執行

見直しに

よる一層

の削減 

 

 

 

各種業務

への短時

間勤務形

態の拡大 

各フロア

ー又は複

数部を単

位とした

配置によ

る減員 

 

時間単位

による雇

用形態の

検討・導

入 

 

 

 

臨時職員（事務補助職員）数を合併前の１６

５人を６３人（平成２１年４月１日現在）に削

減しました。 

H19

○ 

H20 

○ 

総務部 

人事課 

人事政策担当 

98 定員管理の適

正化 

 定員適正化計画を速やかに策定

し、業務の集中や統合及び外部委

託の推進等を図ることにより、平

成２７年度の ２,５００人体制

を基本に早期達成を目指します

（平成２２年４月１日における目

標人員２，７１０人）。 

 

 

 

３０１３

人 

２９３０

人 

２８１０

人 

採用の抑制等により平成２１年度目標職員数

２，８１０人に対し、２，７９３人（平成２１

年４月１日現在）に削減しました。 

H19

○ 

H20 

○ 

総務部 

人事課 

人事政策担当 
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 イ 給与の適正化 

連番 取組項目 取組概要 H19取組 H20 取組 H21取組 H20進捗状況 点検 所管部課等 

99 給 与 の適正化

（特別職給） 

 常勤の特別職（市長等）の給与

については、津市特別職報酬等審

議会の意見も踏まえるとともに、

他市の状況も見据えつつ、引き続

き給与の適正化への取組みを推進

します。また、非常に厳しい財政

状況の中、暫定的な給与抑制に努

めます。 

 

 

暫定的な

削減 

(１０%以

内) 

 

財政状況

等を見据

え別途見

直し検討 

財政状況

等を見据

え別途見

直し検討 

常勤の特別職（市長等）の給与については、

津市特別職報酬等審議会の答申を踏まえ、引き

続き給与の適正化への取組を推進します。 

H19

○ 

H20 

○ 

総務部 

人事課 

給与厚生担当 

100 給 与 の適正化

（一般職給） 

 職員の給与については、社会情

勢の変化や国の公務員制度改革の

動向等も踏まえ、国に準じた給与

制度の適正化を進めるとともに、

厳しい財政状況等を踏まえ、人件

費の抑制に努めます。 

特殊勤務

手当の削

減（業務

の実態等

を見据え

た削減） 

 

管理職手

当の暫定

的な削減 

(10% 以

内) 

 

 

 

職場環境

の検証等

により更

なる見直

し検討 

 

 

 

 

財政状況

等を見据

え別途見

直し検討 

職場環境

の検証等

により更

なる見直

し検討 

 

 

 

 

財政状況

等を見据

え別途見

直し検討 

管理職手当の暫定的な削減（１０％）を行い

ました。 

また、地域手当については人事院勧告による

支給割合４％を３％に抑制しました。 

 

H19

○ 

H20 

○ 

総務部 

人事課 

給与厚生担当 
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 ウ 人材育成の推進 

連番 取組項目 取組概要 H19取組 H20 取組 H21取組 H20進捗状況 点検 所管部課等 

101 人材育成  新たな課題に積極的にチャレン

ジする優れた行動力を備えた人材

の育成を図るために、民間企業の

協力を得ながら、新たなリーダー

ス研修や経営マネジメント研修、

民間企業等への派遣研修など、時

代に即応した新たな研修の展開を

図ります。 

人材育成

計画の策

定に向け

た取組 

人材育成

計画の策

定 

計画に基

づく育成

の継続 

 平成２０年５月に人材育成基本計画策定推進

プロジェクトチームの設置要綱を制定し、当該

チームによる会議を開催しています。 

 また、「市長等と若手職員の語る会」の開催

や人材育成職員意識アンケートを実施するな

ど、当該計画の策定に向けた取組を進めまし

た。 

なお、当該計画は平成２１年度中に策定しま

す。 

 

 

H19

○ 

H20 

△ 

総務部 

人事課 

研修担当 

 

 

 エ 人材評価システムの運用 

連番 取組項目 取組概要 H19取組 H20 取組 H21取組 H20進捗状況 点検 所管部課等 

102 人材評価制度の

充実 

 課長級以上職員を対象に人材評

価制度の試行を実施し、適正な評

価方法の在り方や給与への反映方

法の研究を進め、その結果を踏ま

え、本格的な実施を目指します。 

試行実施 施行結果

の検証及

び見直し 

本格実施

に向け検

討 

 平成２０年７月に総務省人材政策アドバイザ

ーによる講演会を開催し、８月には課長級以上

の職員を対象とした評価項目に関するアンケー

トを実施しました。 

 このアンケート結果に基づき評価シート等を

作成し、平成２１年３月には制度の試行に係る

説明会の開催と評価者研修を実施しました。 

 今後、本格的な実施に向けて、制度の試行を

行うとともに結果の検証等を行います。 

 

 

H19

△ 

H20 

△ 

総務部 

人事課 

人事政策担当 
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４ 健全な財政運営の在り方 

 

 ア 財政計画等の策定 

連番 取組項目 取組概要 H19取組 H20 取組 H21取組 H20進捗状況 点検 所管部課等 

103 財政計画の策定  経常収支比率や公債費負担比率

等に係る目標となる指標を示した

財政計画を策定するとともに、適

宜、社会情勢等を踏まえた見直し

を図ります。 

 

 

計画策定 適宜見直

し 

適宜見直

し 

平成１９年度において、財政見通し案を試算

し、経常収支比率と公債費負担比率の目標設定

を行ない、健全な財政運営の指針となる財政フ

レームを作成しました。 

平成２０年度においては、急激な経済情勢の

悪化の影響から経済・社会情勢等を的確に把

握・考慮した見直しは行っておらず、今後の経

済動向を見極めながら見直しを行っていきたい

と考えています。 

H19

○ 

H20 

△ 

政策財務部 

財政課 

財政担当 

104 ホームページへ

の広告掲載の導

入 

 新たな財源の確保の観点から、

市ホームページへの有料広告掲載

を導入します。 

 

 

有料広告

掲載の導

入 

－ － 平成１９年度に市ホームページへの有料広告

掲載を導入しました。 

H19

◎ 

H20 

－ 

政策財務部 

広報室 

広報担当 

105 広報津への広告

掲載の導入に係

る検討 

 新たな財源の確保の観点から、

広報紙全体の在り方の中で有料広

告掲載の可能性について検討しま

す。 

 

 

導入の可

能性の検

討 

－ － 平成２０年６月から広報津への有料広告掲載

を導入しました。 

H19

◎ 

H20 

－ 

政策財務部 

広報室 

広報担当 

106 ケーブルテレビ

放送における行

政チャンネルへ

の広告導入の検

討 

 新たな財源の確保の観点から、

ケーブルテレビ放送における行政

チャンネルへの有料広告掲載の導

入の可能性について検討します。 

導入の可

能性の検

討 

検討結果

に基づく

取組 

検討結果

に基づく

取組 

民間放送局と地上デジタル放送移行に向けた

行政チャンネルの在り方も含めた課題等の協

議、検討を行いましたが、具体的な取組には至

っておらず、引き続き導入の可能性について検

討していきます。 

H19

○ 

H20 

△ 

政策財務部 

広報室 

広報担当 
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107 市税収納率の向

上 

 税負担の公平性の観点から、納

期内納付を推進するため口座振替

納付制度の推進や新たな収納方法

（コンビニ収納、カード収納）の

導入調査に努めるとともに、三重

地方税管理回収機構の活用のほ

か、公売の導入に向けた調査・研

究を進め、収納率の向上を図りま

す。 

 

 

収納率 

(現年度) 

97.6％目

標 

(過年度) 

16.8％目

標 

収納率 

(現年度) 

97.8％目

標 

 

(過年度) 

16.9％目

標 

収納率 

(現年度) 

98.0％目

標 

 

(過年度) 

17.0％目

標 

税負担の公平性の観点から、納期内納付を推

進するため口座振替納付制度の推進や新たな収

納方法（コンビニ収納、カード収納）の導入調

査に努めるとともに、三重地方税管理回収機構

の活用のほか、公売の導入に向けた調査・研究

を進め、収納率の向上を図りました。 

H19

△ 

H20 

○ 

政策財務部 

収税課 

整理担当 

108 未利用地の処分

及び活用 

 市有財産の効率的管理及び自主

財源の確保の観点から、未利用と

なっている土地等について処分を

図るとともに、処分までの間の有

効活用を図ります。 

 

利用希望

調査及び 

処分等の

実施 

処分等の

実施 

処分等の

実施 

平成２０年度は、普通財産の未利用地のう

ち、随意契約による売却１件と一般競争入札に

よる売却２件を実施しました。 

H19

○ 

H20 

○ 

 

政策財務部 

財産管理課 

財産管理担当 

109 財政状況の公表  市の財政状況について、広報津

やホームページのほかケーブルテ

レビ放送における行政チャンネル

を活用し、広く住民に情報提供を

図ります。 

 また、公表に際しては、公会計

における財務書類（貸借対照表、

行政コスト計算書など）の作成に

より、住民にわかりやすい公表に

努めます。 

 

 

広報津等

による公

表 

 

財務書類

の検討 

公表の継

続 

 

 

 

検討結果

に基づく

取組 

公表の継

続 

 

 

 

検討結果

に基づく

取組 

健全化判断比率について、平成１９年度決算

に基づき市議会に報告し広報津等で公表を行い

ました。 

また、貸借対照表および行政コスト計算書に

ついて、平成１９年度普通会計決算に基づき市

ホームページにて公表を行いました。 

地方公会計改革における財務書類について

は、平成２０年度決算に基づく基準モデルによ

る作成および公表を平成２１年度中に行なえる

よう準備を進めています。 

H19

○ 

H20 

○ 

政策財務部 

財政課 

財政担当 
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110 市場公募債発行

の検討 

 市民との協働の観点から市場公

募債の発行について検討します。 

発行につ

いての検

討 

検討結果

に基づく

取組 

検討結果

に基づく

取組 

平成１９年度の検討結果から、市場公募債務

の発行は、市民との協働および施策への住民参

加の観点からは、一定の効果があるものの、資

金調達の観点からは、現在の本市の縁故債調達

と比較すると少なからず経費増となることが判

明しました。 

このことから、新たな経費が発生する資金調

達手法を採ることはできませんでしたが、各方

面から引き続き検討を行っていきます。 

 

H19

○ 

H20 

○ 

政策財務部 

財政課 

財政担当 

111 ごみ収集車への

広告掲載の導入 

 新たな財源の確保の観点から、

ごみ収集車への有料広告掲載を導

入します。 

有料広告

掲載の導

入 

－ － 平成１９年度にごみ収集車への有料広告掲載

を導入しました。 

H19

◎ 

H20 

－ 

環境部 

環境事業課 

管理担当 

112 均衡ある市営住

宅家賃への見直

し 

 適正な公営住宅の家賃設定を図

るため、合併前において定額家賃

であった旧芸濃町、旧美里村、旧

一志町の公営住宅について負担調

整を図りつつ公営住宅法に基づく

応能応益制度に統一し、段階的な

家賃改定を図ります。 

 

段階的な

家賃改定 

( 負 担調

整 率

12.5％) 

段階的な

家賃改定 

( 負 担調

整 率

25.0％) 

段階的な

家賃改定 

( 負 担調

整 率

37.5％) 

負担調整措置に基づき計画どおり段階的な家

賃改定を実施しました。 

H19

○ 

H20 

○ 

建設部 

市営住宅課 

入居担当 

113 市営住宅家賃の

収納率の向上 

 市営住宅家賃の収納率の向上を

図るため、滞納者に対して督促状

の取組を行うとともに、必要に応

じて明け渡し訴訟等の法的措置の

適用を図ります。 

収納率 

(現年度) 

85％目標 

(過年度) 

5.6%目標 

収納率 

(現年度) 

86％目標 

 

(過年度) 

5.7%目標 

収納率 

(現年度) 

88％目標 

 

(過年度) 

5.8%目標 

市営住宅家賃の収納率の向上を図るため、督

促状の送付(毎月)、催告状の送付(３ケ月毎)、

平日の夜間訪問等による納付指導を行いまし

た。 

なお、必要に応じて顧問弁護士の指導を受け

法的措置を協議し、支払督促訴訟の実施などの

取組を行いました。 

H19

△ 

H20 

△ 

建設部 

市営住宅課 

入居担当 
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114 住宅新築資金貸

付金の回収率の

向上 

 住宅新築資金貸付金の回収率の

向上を図るため、滞納整理に鋭意

努めることに加え、特に過年度滞

納金への対応としては、必要に応

じて法的措置の適用を図ります。 

収納率 

(現年度) 

76％目標

(過年度) 

3.1%目標 

収納率 

(現年度) 

77％目標 

 

(過年度) 

3.2%目標 

収納率 

(現年度) 

78％目標 

 

(過年度) 

3.3%目標 

住宅新築資金貸付金の回収率向上を図るた

め、督促状及び催告書の送付、夜間徴収、滞納

者への来庁要請、保証人への納付協力要請等を

行いました。 

なお、必要に応じて顧問弁護士の指導を受

け、法的措置を視野に入れた納付指導に取組み

ました。 

 

 

H19

△ 

H20 

△ 

建設部 

市営住宅課 

住宅施策担当 

115 下水道使用料等

の徴収率の向上 

 使用者の負担の公平性の観点か

ら、納期内納付を推進するととも

に、納付指導業務の強化を図りま

す。 

使用料 

収納率 

(現年度) 

96.2％目

標 

(過年度) 

10.7％目

標 

 

 

 

収納率 

(現年度) 

96.4％目

標 

 

(過年度) 

11.2％目

標 

 

収納率 

(現年度) 

96.6％目

標 

 

(過年度) 

11.7％目

標 

平成１９年８月から上下水道料金の収納業務

を民間に委託するとともに、受益者負担金の未

納者には職員による電話催告、夜間訪問などに

よる対応を行いました。 

また、供用開始後３年を経過して公共下水道

へ未接続の世帯については、水洗化への指導を

を行い、使用料収入の向上に努めました。 

H19

○ 

H20 

○ 

下水道部 

下水道政策課 

業務担当 
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 イ 補助金等の在り方並びに使用料及び手数料の見直し 

連番 取組項目 取組概要 H19取組 H20 取組 H21取組 H20進捗状況 点検 所管部課等 

116 補助金の見直し  補助金については、交付に際し

ての基準や補助率等の考え方を示

した補助金交付指針を策定し、そ

の在り方等についての検証を行

い、より適正な補助金の執行を目

指します。 

 また、合併調整により不均衡と

なっている補助金については、早

期見直しを図ります。 

指針策定

及び見直

し 

段階的な

見直し 

段階的な

見直し 

＜行政経営課＞ 

補助金要綱および補助金に係る交付指針等に

基づき、平成１９年度に取組時期も含めて検討

を行ったところであり、これに基づく取組を段

階的に行ってきたところです。 

取組の結果、一定の見直しは行われました

が、中期実施計画の策定にあわせて引き続き見

直しに取り組んでいくことが必要と考えます。 

＜財政課＞ 

平成２１年度予算編成において、各事業所管

に対し、補助金に係る交付指針に基づく補助金

見直しを踏まえ、廃止、統合、縮減に努めるよ

う周知を図りました。 

H19

○ 

H20 

○ 

総務部 

行政経営課 

行政経営担当 

 

政策財務部 

財政課 

財政担当 

117 福利厚生事業補

助金の見直し 

 職員共済組合の行う共済給付事

業及び福利厚生事業の内、市補助

金の対象となる福利厚生事業につ

いては、より効率的、効果的な執

行方法への見直しにより補助金の

削減を目指します。 

 

補助金の

削減 

10%削減 

補助金の

削減 

5%削減 

補助金の

削減 

5%削減 

職員親睦事業補助金及びリフレッシュ助成金

制度の廃止並びにツアー事業を削減し、福利厚

生代行サービスの導入を図り、効果的かつ効率

的な事業の執行に取り組み、経費を圧縮すると

ともに補助金を削減しました。 

H19

○ 

H20 

○ 

総務部 

人事課 

給与厚生担当 

118 自治会への公費

支出の見直し 

 合併調整に基づき一部に激変緩

和措置を採りながら支出している

自治会への公費について、新たな

基準の作成により交付金として一

元化を図ります。 

新基準へ

の段階的

な移行 

新基準へ

の段階的

な移行 

新基準へ

移行 

平成２１年度での新たな基準の適用に向け

て、３箇年（平成１９年から平成２１年）で合

併推進事業補助金を計画的に縮減してきてお

り、平成２０年度においても当該補助金の縮減

を行いました。 

また、自治会への周知等の取組を進め、平成

２１年度から新たな基準へ移行します。 

H19

○ 

H20 

○ 

市民部 

市民交流課 

企画管理担当 
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119 国際交流関係補

助金の見直し 

 合併前の久居地域、河芸地域及

び津地域に残った国際交流協会等

の統合を進め、事業の整理を行う

とともに補助金の一元化を図りま

す。 

各種団体

との協議 

協会の統

合による

補助金の

一元化 

一元化に

基づく補

助の継続 

合併後に残った３地域の国際交流協会（津

市、ひさい、津市北部）と調整会議を開催し、

統合に向けて事業の整理を行うと共に補助金の

一元化に向けた協議を行いました。 

H19

○ 

H20 

△ 

市民部 

国際・国内交流

室 

国際・国内交流

担当 

120 商工会への事業

補助の見直し 

 合併調整に基づき、現在不均衡

となっている商工会への補助金に

ついて見直しを図るとともに、３

つの商工会の一元化に向けた検討

を進めます。 

 

補助金見

直しに向

けた取組 

補助金の

見直し 

一元化に

向けた検

討 

新たな算定基準を策定し、補助金を縮減しま

した。 

また、３商工会のうち、津西商工会及び津み

なみ商工会の２商工会については、合併協議会

を立ち上げ、平成２１年４月１日津市商工会が

発足することになりました。 

H19

○ 

H20 

○ 

商工観光部 

産業政策振興課 

企画管理担当 

121 木材振興対策事

業補助金の見直

し 

 合併調整の内容を踏まえつつ、

団体の自立を促進するため、交付

対象経費に係る補助割合の見直し

を図ります。 

関係団体

との調整 

補助割合

の見直し 

見直しに

基づく補

助の継続 

補助率を２分の１から３分の１に縮小しまし

た。 

H19

○ 

H20 

○ 

農林水産部 

林業振興室 

林業振興担当 

122 生椎茸生産組合

等への補助金の

見直し 

 合併調整の内容を踏まえつつ、

一体的な農林業施策を展開するた

め、不均衡となっている各種団体

補助金について段階的に見直しを

行うとともに、運営的な補助につ

いては廃止する方向で検討しま

す。  

段階的な

見直し 

段階的な

見直し 

運営費補

助の廃止 

補助金を前年度の２分の１としました。 

なお、平成２０年度をもって当該補助金は廃

止します。 

 

H19

○ 

H20 

○ 

農林水産部 

林業振興室 

林業振興担当 

123 営農・生産団体

育成補助金の見

直し 

 合併調整の内容を踏まえつつ、

一体的な農林業施策を展開するた

め、不均衡となっている各種団体

補助金について段階的に見直しを

行うとともに、運営的な補助につ

いては廃止する方向で検討しま

す。  

段階的な

見直し 

段階的な

見直し 

運営費補

助の廃止 

補助率を２分の１から３分の１に縮小しまし

た。 

なお、平成２０年度をもって当該補助金は廃

止します。 

H19

○ 

H20 

○ 

農林水産部 

農林水産政策課 

農業振興担当 
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124 土地改良事業団

体協議会補助金

の見直し 

 合併調整の内容を踏まえつつ、

均衡ある土地改良事業団体の運営

を図るため、各土地改良事業団体

と協議会組織及び活動内容等につ

いて調整を行い、新市土地改良事

業団体協議会を設立のもと新たな

制度による補助金の交付を行う。 

 

各団体と

の協議 

補助金１

０％削減 

新たな制

度による

補助金交

付又は補

助金廃止 

見直し結

果に基づ

く取組 

平成２０年４月に津市土地改良事業協議会を

設立し、行財政改革推進に係る補助金交付指針

に基づき、事業費の２分の１に相当する額を上

限として補助金を交付しました。 

H19

○ 

H20 

○ 

農林水産部 

農業基盤整備課 

基盤整備計画担

当 

125 土地改良区補助

金の見直し 

 合併調整の内容を踏まえつつ、

均衡ある土地改良区の運営を図る

ため、旧安濃町、旧白山町、旧美

里村の各土地改良区等への人件費

にかかる補助金等を廃止します。 

各団体へ

の説明 

補助金廃

止 

－ 平成１９年度における土地改良区との協議に

基づき、平成２０年度は旧安濃町、旧白山町、

旧美里村の各土地改良区に対し６ヶ月分の補助

金を交付し、平成２１年度から当補助金を廃止

することとしました。 

 

H19

○ 

H20 

◎ 

農林水産部 

農業基盤整備課 

基盤整備計画担

当 

126 市単独生産調整

交付金の見直し 

 合併調整の内容を踏まえ、生産

調整交付金については、国の動向

を見ながら、新たな制度を制定し

ます。 

新たな補

助制度制

定 

新たな制

度による

交付 

国の動向

を見据え

た見直し

の検討 

国において、平成１９年度から平成２１年度

までの産地づくり交付金が確保されたことに伴

い、基本的には、市においても平成１９年度の

生産調整交付金の額を３年間維持することとな

っていますが、各地域水田農業推進協議会と調

整し交付金の縮小を行いました。 

 

H19

○ 

H20 

○ 

農林水産部 

農林水産政策課 

農業振興担当 

127 公園事業に係る

補助金の見直し 

 合併調整の内容を踏まえ、旧安

濃町及び旧一志町における公園施

設の整備や修繕にかかる補助を廃

止します。 

 

団体等へ

の説明 

補助の廃

止 

－ 合併後３年で調整する最終年度であることか

ら、旧一志町にあっては９公園が対象であり、

平成２０年度は中井生公園に８８，０００円の

補助金を支出しました。 

旧安濃町及び旧一志町の対象公園を管理する

地元自治会に平成２１年度からの補助金廃止を

通知しました。 

 

H19

○ 

H20 

◎ 

建設部 

建設維持課 

公園担当 

 

南工事事務所 

建設維持担当 
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128 青少年団体への

補助金の見直し 

 合併調整の内容を踏まえ、一部

不均衡となっている補助金の平準

化を図るとともに、新たな基準の

作成により適正な補助金の執行を

目指します。 

 

関係団体

等への協

議 

補助金の

見直し 

見直し結

果に基づ

く補助の

継続 

子ども会補助金については、平成１９年度は

前年比１０％強の削減また平成２０年度は前年

比４％弱の削減を行い、適正な補助金の執行に

向けた取組を進めています。 

また、青少年育成市民会議補助金について

も、平成２０年度は前年比１０％の削減を行

い、市内全域の補助金の平準化を進めていま

す。 

H19

○ 

H20 

○ 

教育委員会 

生涯学習課 

青少年担当 

129 河芸町青空市推

進事業補助の見

直し 

 これまで補助事業として実施し

てきた河芸町青空市推進事業につ

いて、実施団体の努力により自立

運営が可能な状況になってきてい

ることから補助の廃止を行ないま

す。 

補助の廃

止 

－ － 平成１９年度から当該補助金を廃止しまし

た。 

H19

◎ 

H20 

－ 

河芸総合支所 

地域振興室 

地域振興担当 

130 河芸直売所推進

事業補助の見直

し 

 これまで補助事業として実施し

てきた河芸直売所推進事業につい

て、実施団体の努力により自立運

営が可能な状況になってきている

ことから補助の廃止を行ないま

す。 

 

補助の廃

止 

－ － 平成１９年度から当該補助金を廃止しまし

た。 

H19

◎ 

H20 

－ 

河芸総合支所 

地域振興室 

地域振興担当 

131 使用料、手数料

の見直し 

 使用料、手数料については、コ

スト分析等を行うとともに受益と

負担の原則に基づく料金設定の在

り方に係る考え方を示した指針を

示し、料金の適正化に向けた見直

しを図ります。 

指針策定

及び見直

し 

段階的な

見直し 

段階的な

見直し 

使用料、手数料について、指針の見直しも視

野に入れた検討を行ってきましたが、施設への

適合性等の点で課題が有り、取組の結果、具体

的な見直しには至っていない状況です。 

このことから、平成２１年度に行う中期実施

計画の策定に併せて、実態に則した指針の見直

しを行い、使用料、手数料の適正化に向けた見

直しを図っていきたいと考えています。 

H19

△ 

H20 

△ 

総務部 

行政経営課 

行政経営担当 

 

政策財務部 

財政課 

財政担当 
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132 橋南市民センタ

ー等の利用料金

等の見直し 

 橋南市民センター等の効率的な

施設の維持管理を行うため、利用

実態に応じた利用料金を徴収する

とともに減免規定及び冷暖房時の

利用料金の見直しを図ります。 

減免規定

及び冷暖

房利用料

金の徴収

見直しに

向けた検

討 

 

 

検討結果

に基づく

見直し 

見直し結

果の継続 

利用料金の見直しを図り、平成２０年５月分

から自治会や老人会等の地域を基盤とした公共

的団体を除き利用料の半額と冷暖房費を徴収し

ています。 

なお、企業が利用する場合は、今までどおり

全額徴収としています。 

H19

○ 

H20 

○ 

市民部 

市民交流課 

市民活動担当 

 

健康福祉部 

福祉政策課 

企画管理担当 

133 会館・集会所の

施設使用料金等

の見直し 

 現在、直営で維持管理を行って

いる会館・集会所等について、効

率的な施設管理を行うため利用実

態に応じた使用料金を徴収すると

ともに、減免規定及び冷暖房時の

使用料金の見直しを図ります。 

減免規定

及び冷暖

房利用料

金の徴収

見直しに

向けた検

討 

 

 

検討結果

に基づく

見直し 

見直し結

果の継続 

利用料金の見直しを図り、平成２０年６月分

から自治会や老人会等の地域を基盤とした公共

的団体を除き利用料の半額と冷暖房費を徴収し

ています。 

なお、企業が利用する場合は、今までどおり

全額徴収としています。 

H19

○ 

H20 

○ 

市民部 

市民交流課 

市民活動担当 

134 老人福祉センタ

ー等の使用料の

見直し 

 現在無料となっている、老人福

祉センター等の使用料について、

受益者負担の観点から、同種の施

設も含め、有料化に向けた検討を

進めます。 

 

有料化に

向けた検

討 

検討結果

に基づく

取組 

検討結果

に基づく

取組 

国の「老人福祉センター設置運営要綱」にお

いて、「老人福祉センターの利用は原則として

無料とする」とされていること、また、高齢化

率も２２．８％と年々増加傾向にある中、高齢

者の生きがいづくりの一環として、当センター

が担う役割が大きくなっていること等を勘案

し、施設の利用促進の観点から有料化は困難と

考えますが、引き続き検討を行います。 

 

 

 

H19

○ 

H20 

△ 

健康福祉部 

福祉政策課 

企画管理担当 
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135 公民館使用料等

の見直し 

 受益と負担の原則に基づき公民

館使用料の見直しを図るととも

に、公民館講座の内容を踏まえた

講座受講料の見直しを図ります。 

使用料見

直しの検

討 

 

受講者負

担の見直

し 

使用料の

見直し 

 

 

 

見直し結

果の継続 

見直し結

果の継続 

 

 

 

見直し結

果の継続 

公民館使用料及び減免基準の見直しについて

検討を進めましたが、公民館利用状況や減免対

象機関・団体の活動趣旨・目的やその活動が、

地域社会への貢献や地域振興において重要な役

割を担うことから、現在の使用料及び減免基準

を適用することとしました。 

今後も時代の趨勢に合わせた公民館のあり方

とともに公民館使用料等の見直しを検討してい

きます。 

また、講座受講料につきましては、平成１９

年度に引き続き、見直し後の受講料を徴収しま

した。 

H19

○ 

H20 

○ 

教育委員会 

生涯学習課 

公民館事業担当 

136 体育館ほか健康

体育施設の施設

使用料等の見直

し 

 施設使用料については、コスト

分析を行い受益と負担の原則に基

づく、適正料金に向けての見直し

をします。 

使用料改

定に向け

た取組 

使用料の

見直し 

見直し結

果の継続 

使用料の見直しについては、多くの施設間で

建設年度、規模等に格差が大きく、複数の基準

設定による分類整理も視野に入れ検討を行って

いますが、各施設等の老朽化が著しく、その修

繕の必要性も顕在化してきており、また、全７

８施設における各市民の利用範囲も拡大する中

では、費用対効果等を見据えた施設の改廃等の

問題も浮上してきていることなどから、施設の

在り方とともに慎重に検討します。 

H19

△ 

H20 

△ 

スポーツ・文化

振興室 

スポーツ振興課 

スポーツ振興担

当 

137 矢頭中宮キャン

プ場使用料の見

直し 

 矢頭中宮キャンプ場について、

経営改善の観点から使用料の見直

しについて検討します。 

見直しの

検討 

検討結果

に基づく

取組 

検討結果

に基づく

取組 

検討の結果、使用料の見直しには施設の改修

を必要と考えますが、改修しても大幅な利用の

増収は見込めないとの判断から、利用期間を８

ヶ月間から５ヶ月間に短縮し、経費削減に努め

ることとしました。 

平成２１年度から実施の方向で、規則の改正

を平成２０年１１月に行いました。 

 

H19

○ 

H20 

○ 

一志総合支所 

産業環境課 

産業・環境担当 
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138 がん検診に係る

自己負担額の見

直し 

 現在無料となっている７０歳以

上のがん検診の受診に係る自己負

担額について、年々増加する経費

に対応しつつ、今後についても継

続した実施を図るため、６９歳ま

での受診者と同様の自己負担額を

徴収することとします。 

 

７０歳以

上受診者

の自己負

担額の導

入 

－ － 平成１９年度から各がん検診において、７０

歳以上の受診者の自己負担額を徴収していま

す。 

 

H19

◎ 

H20 

－ 

健康福祉部 

中央保健センタ

ー 

保健指導担当 

139 保育所入所負担

金（保育料）の

見直し 

 保育所入所負担金（保育料）に

ついては、国の動向などを見極

め、適切な時期に見直しを図りま

す。 

 

 

適宜見直

し 

適宜見直

し 

適宜見直

し 

平成２０年度についても、国の動向などに応

じて保育所入所負担金の改定を行いました。 

H19

○ 

H20 

○ 

健康福祉部 

こども家庭課 

保育担当 

140 公立幼稚園保育

料の見直し 

 公立幼稚園保育料については、

国の徴収基準の改定を踏まえた見

直しをします。 

適宜見直

し 

適宜見直

し 

適宜見直

し 

現在、津市全園の保育料は一律６、０００円

と定めており、周辺自治体の額と比較しても平

均的な額であり、住民サービスの観点等からも 

現在の保育料は適正と判断しました。 

 しかしながら、今後は幼稚園の在り方を検討 

する上において、先進都市の保育料徴収基準の

調査・研究を進めていきます。 

 

H19

○ 

H20 

○ 

教育委員会 

教育研究支援課 

教育研究担当 

141 介護保険料の見

直し 

 介護保険料については、第４期

保険事業計画に基づく給付見込額

を踏まえた見直しを図ります。 

見直しに

向けた調

査 

見直しに

向けた調

査及び検

討 

－ 介護保険制度の改正状況を踏まえ、本市の平

成２１年度から平成２３年度までの給付見込み

のもと、介護保険料額を設定し、平成２１年３

月市議会定例会へ議案提出し議決されました。 

低所得者への保険料を軽減する方向で検討を

進めました。 

 

H19

○ 

H20 

◎ 

健康福祉部 

介護保険課 

介護保険担当 
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142 国民健康保険料

の見直し 

 国民健康保険料については、国

の法改正並びに医療費の大幅な変

動等をふまえ、適宜見直しを図り

ます。 

適宜見直

し 

適宜見直

し 

適宜見直

し 

平成２０年度より保険料の賦課方式が、国の

法改正により、「基礎分と介護分」の２方式か

ら「医療費分と介護分及び後期高齢者支援金

分」の３方式へ変更と同時に料率の改定を行い

ました。 

このため、広報津及び国保だより等により、

市民への周知に努めました。 

 

H19

○ 

H20 

○ 

健康福祉部 

保険年金課 

国民健康保険担

当 

143 農業集落排水使

用料の見直し 

 農業集落排水使用料について、

特別会計における独立採算の原則

の観点から、現状の経営状況にお

ける全国的な水準等も踏まえた見

直しを図ります。 

経営改善

への取組 

必要とさ

れる改定 

必要とさ

れる改定 

現状の料金体系を維持し、適正な管理運営に

努めました。 

H19

○ 

H20 

○ 

農林水産部 

農業基盤整備課 

基盤整備計画担

当 

144 下水道使用料の

見直し 

 下水道使用料について、特別会

計における独立採算の原則の観点

から、現状の経営状況における適

正な見直しを図ります。 

 

経営改善

への取組 

－ － 平成１８年度決算に基づく経費の分析と、使

用料対象経費の精査を行い、今後の経常収支見

通しを推計した結果、当面は現行の使用料を据

え置くこととしました。 

H19

◎ 

H20 

－ 

下水道部 

下水道政策課 

経営計画担当 

145 水道料金の見直

し 

 水道料金については、水道事業

基本計画策定のもと経費削減に向

けた取組を進めるとともに、地方

公営企業法に規定される経費の負

担の原則に基づき、必要とされる

水道料金の改定を行います。 

 また、簡易水道についても、水

道料金の見直しに併せた対応を図

ります。 

 

経営改善

への取組

及び経営

分析 

必要とさ

れる改定 

－ 平成２０年４月１日から料金改定を実施しま

した。 

１ 水道料金改定率    １９．６７％ 

２ 新規給水加入金改定率 １９．５９％ 

H19

○ 

H20 

◎ 

水道局 

水道総務課 

経営管理担当 

簡易水道担当 

 

営業課 

料金担当 
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ウ 公共工事等のコスト縮減 

連番 取組項目 取組概要 H19取組 H20 取組 H21取組 H20進捗状況 点検 所管部課等 

146 公共工事のコ

スト縮減 

 直接的な工事コストの縮減及び

間接的な時間的コスト縮減、ライ

フサイクルコスト縮減、社会的コ

スト縮減等を含めた公共工事コス

ト縮減に関する行動計画策定のも

と、公共工事のコスト縮減を図り

ます。 

 

 

行動計画

策定及び

実施 

継続して

取組 

継続して

取組 

津市公共工事コスト縮減対策に関する行動計

画に基づき、プレキャスト製品の活用、再生材

の利用の促進を図った設計及び工事を実施し、

単価や工期短縮による経費節減に努めました。 

今後さらに工法検討など全庁的に検討を行っ

ていきます。 

H19

○ 

H20 

○ 

公共工事関係所

管 

 

政策財務部 

財政課 

財政担当 

 

 エ 予算編成の仕組みの見直し 

連番 取組項目 取組概要 H19取組 H20 取組 H21取組 H20進捗状況 点検 所管部課等 

147 枠配分予算編成

方式の導入 

 限られた予算をこれまで以上

に効率的かつ効果的な運用を図

るため、より住民に密着した事

業所管の権限と責任のもとに一

定の予算の編成を行う枠配分方

式の導入を図るとともに、その

検証を図ります。 

 また、枠配分予算の対象とす

る経費については、段階的な枠

配分対象の拡大を図ります。 

 

 

経常的経

費につい

て実施及

び検証 

段階的な

枠配分対

象経費の

拡充に向

けた検討 

 

検討結果

を踏まえ

た取組 

平成２１年度予算編成において効率的な編成

手法の検討を行った結果、枠配分予算方式の継

続により、各事業所管の権限および責任のもと

事業の優先度、事業効果などを見極めた効率的

な予算編成を行いました。 

また、事業を行う際の工夫や新たな財源の確

保等による予算の節減に対し、その節減額の一

部を翌年度の予算に上乗せする仕組みを導入し

ました。 

H19

○ 

H20 

○ 

政策財務部 

財政課 

財政担当 
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５ 電子自治体に向けた行政運営の在り方 

 

 ア 住民に便利な行政サービスの提供 

連番 取組項目 取組概要 H19取組 H20 取組 H21取組 H20進捗状況 点検 所管部課等 

148 文書管理システ

ムの構築 

 文書管理事務及び情報公開事務

等の効率的な執行を図るため、文

書管理システムの段階的な構築を

図ります。 

 

システム

導入 

システム

拡充 

システム

拡充 

統合型文書管理システムのうち、文書管理シ

ステムを平成２０年４月、庶務管理システムを

平成２０年５月に稼働しました。 

平成２０年度中においては、運用の状況を踏

まえ、随時、機能の調整を行いながら、今後の

システムの改良や拡充の必要性等について検討

しました。 

H19

○ 

H20 

○ 

総務部 

総務課 

文書・公開担

当 

 

情報企画課 

情報企画担当 

149 申請等の電子化

の促進 

 住民の利便性と電子化の効果の

高い申請等について、電子申請シ

ステムに反映・充実していくとと

もに、三重県及び県内市町との共

同化による広域的取組を検討しま

す。 

電子申請

の拡充 

 

共同化の

検討 

継続して

取組 

 

共同化の

検討 

継続して

取組 

 

共同化へ

の取組 

公共施設利用案内・予約システムについて

は、新規施設の拡充を図りました。 

また、県内市町のシステム共同化の検討につ

いては、三重県と県内市町において凍結状態と

なっていることから、今後、状況を見定めてい

きます。 

H19

○ 

H20 

○ 

総務部 

情報企画課 

情報企画担当 

150 電子入札システ

ムの構築 

 三重県及び県内市町により共同

で検討を進めている電子入札シス

テムについて、導入の際の本市に

おける入札参加者の利便性の向上

や入札事務の効率化等の視点も踏

まえ、システム構築に向けた取組

を進めます。 

共同によ

るシステ

ムの検討 

システム

の構築に

向けた準

備 

システム

の構築 

三重県及び県内市町による共同での導入が困

難となったことから、ＡＳＰ方式による電子入

札システムの導入に向けた課題の整理と調整を

行っていくこととしました。 

H19

○ 

H20 

○ 

総務部 

情報企画課 

情報企画担当 

 

調達契約課 

物品調達契約

担当 
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 イ 効率的な行政事務の見直し 

連番 取組項目 取組概要 H19取組 H20 取組 H21取組 H20進捗状況 点検 所管部課等 

151 ＩＴ調達経費の

最適化 

 電算業務委託を始めとするＩＴ

調達経費の削減及び最適化を図る

とともに、更なる最適化等を図る

ため、第三者評価を実施し、最適

化計画を策定します。 

削減に向

けた取組

及び第三

者評価の

実施及び

計画策定 

 

 

計画に基

づく最適

化への取

組 

計画に基

づく最適

化への取

組 

第三者評価の実施結果を基に最適化計画策定

を行い、ＩＴ調達経費の削減と最適化を実現す

るため、公募型プロポーザルにより最適な提案

業者の選定を実施します。 

H19

○ 

H20 

○ 

総務部 

情報企画課 

情報企画担当 

152 統合型地理情報

システム（ＧＩ

Ｓ）の段階的整

備 

 防災等への活用による住民の安

全・安心及び全庁的な業務の横断

的効率化を図るため、三重県及び

県内市町とともに統合型地理情報

システム（ＧＩＳ）の構築を段階

的に進めます。 

 

 

 

ＧＩＳの

基盤構築 

一部運用

及び拡充 

一部運用

及び拡充 

平成１９年度から全庁公開型のプロト版ＧＩ

Ｓの運用を開始し、引き続き津市全域の地形

図、住宅地図、航空写真、防災データ、公共施

設データ、道路台帳（一部地域）、地番図・家

屋配置図（資産税課のみ閲覧可）、国勢調査結

果等の共有化を行いました。 

H19

○ 

H20 

○ 

総務部 

情報企画課 

情報企画担当 

153 下水道台帳及び

道路台帳等の共

同化 

 下水道台帳と道路台帳の更新作

業を共同発注を行うことにより、

基図の修正の効率化及び発注経費

の縮減を図ります。 

 

 

 

共同発注

に向けた

取組 

共同発注

に向けた

取組 

共同発注

の開始 

下水道台帳を更新するとともに、平成２１年

度からの新統合システム導入に向けた下水道台

帳の統合準備を進めました。 

H19

○ 

H20 

○ 

下水道部 

下水道建設課 

維持担当 
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６ その他本市の行財政改革の推進に関する重要事項 

 

 ア モーターボート競走事業の健全運営 

連番 取組項目 取組概要 H19取組 H20 取組 H21取組 H20進捗状況 点検 所管部課等 

154 顧客満足度の向

上 

 ファン・お客さんの各層に応じ

たレース企画、番組編成及び場内

イベント等に取り組むとともに、

民間広報アドバイザーを設置のほ

か、電話（インターネット）投票

に係る情報配信サービスの向上等

への取組を進め、顧客満足度の向

上を図ります。 

 

各種取組

の継続 

 

顧客満足

度向上戦

略会議の

設置 

各種取組

の継続 

 

検討結果

に基づく

取組 

 

各種取組

の継続 

 

検討結果

に基づく

取組 

 

顧客満足度向上戦略会議の活用により、階層

別場内イベントを実施することで本場への来場

を促進しました。 

また、職員研修の実施、タイムリーな更新に

よるホームページの充実並びに全国的に有名な

選手の斡旋を図ることで魅力ある番組編成等の

取組を進め、顧客満足度の向上を図りました。 

H19

○ 

H20 

○ 

競艇事業部 

競艇事業課 

企画広報担当 

155 津競艇場におけ

る商圏の拡大 

 戦略的な宣伝・広報の実施、無

料送迎バスの拡充、場間場外発売

委託及び電話（インターネット）

投票の拡大のほか、他市で導入さ

れている小規模場外発売場の設置

に向けた取組を進めることによ

り、商圏の拡大を図ります。 

 

各種取組

の継続 

 

市場調査

及び取組 

各種取組

の継続 

 

 

各種取組

の継続 

新聞、テレビ、ラジオ、ラッピングパッカー

車などを媒体とした広報宣伝を行うとともに、

場間場外発売の戦略的実施により、大幅な商圏

の拡大が図れました。 

さらなる商圏の拡大を図るため、引き続き小

規模場外発売所の設置に向けた取組を進めま

す。 

H19

○ 

H20 

○ 

競艇事業部 

競艇管理課 

経営管理担当 

 

競艇事業課 

企画広報担当 

警備担当 

156 現行資産の有効

活用 

 ＳＧ・ＧⅠ競走の誘致、薄暮レ

ースの導入及び場間場外発売受託

（ナイターレース発売）のほか、

ツッキードームや駐車場等の施設

の収益源化に取り組みます。 

各種取組

の継続 

 

ＧⅠ競走

（女子王

座）の実

施 

 

各種取組

の継続 

 

ＧⅠ競走

（東海地

区 選 手

権）の実

施 

各種取組

の継続 

 

 

 

競艇界最高グレードのＳＧ競走、またＧⅠ競

走の場間場外発売だけでなく、ナイターレース

の場間場外発売を実施し、昼夜を問わず施設の

活用を図りました。 

H19

○ 

H20 

○ 

競艇事業部 

競艇管理課 

経営管理担当 

 

競艇事業課 

企画広報担当 
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157 津競艇場のイメ

ージアップ 

 「競艇＝ギャンブル」という印

象の払拭に向け、企業との連携や

アテンダントの配置によるイメー

ジアップを図るとともに、広告塔

の設置や道路整備等の施設改修に

取り組むほか、大型映像装置のリ

ニューアルに向けた検討を行いま

す。 

各種取組

の継続 

 

場内にア

テンダン

トを配置 

各種取組

の継続 

 

大型映像

装置設置

の検討 

各種取組

の継続 

モーターボート競走事業における総合的な施

設の維持管理及び改修を行いました。 

また、ファンに快適な空間を提供するととも

に、公平・公正な競技運営ができる競技施設を

整備しました。 

H19

○ 

H20 

○ 

競艇事業部 

競艇管理課 

経営管理担当 

 

競艇事業課 

企画広報担当 

158 運営・制度的経

費の見直し 

 従事員の賃金及び諸手当の見直

しをはじめ開催経費の削減等に努

めるとともに、モーターボート競

走法の改正による法定交納付金制

度や選手賞金制度の見直しについ

て、関係機関との連携による取組

を進めます。 

各種取組

の継続 

各種取組

の継続 

各種取組

の継続 

従事員賃金の値下げ及び各関係機関への制度

的経費の削減に向けた働きかけを実施しまし

た。 

H19

○ 

H20 

○ 

競艇事業部 

競艇管理課 

経営管理担当 

 

競艇事業課 

労務投票担当 

159 経営体質の見直

し 

 収益事業にふさわしい組織体制

及び経営手法についての検討を進

めるとともに、企業的経営手法の

導入も見据えた職員の意識改革を

進めます。 

 

公営企業

化の検討 

検討結果

に基づく

取組 

検討結果

に基づく

取組 

企業的経営手法の導入については、試行的な

財務諸表の作成を実施し、公営企業会計の導入

に向け引き続き検討を行います。 

H19

○ 

H20 

○ 

競艇事業部 

競艇管理課 

経営管理担当 

160 津市モーターボ

ート競走場活性

化懇談会の設置 

 津市モーターボート競走場経営

改善計画のフォローアップ及び競

艇事業の適確な対応等を図るた

め、識見者で構成する「津市モー

ターボート競走場活性化懇談会」

を設置します。 

 

懇談会で

の意見の

反映に向

けた取組 

懇談会で

の意見の

反映に向

けた取組 

懇談会で

の意見の

反映に向

けた取組 

津市モーターボート競走場活性化懇談会を実

施し、委員から意見を徴取、ハード的に即実施

の困難なものや調査の必要性があるものは、今

後検討を行い経営の改善に努めていきます。 

H19

○ 

H20 

○ 

競艇事業部 

競艇管理課 

経営管理担当 
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 イ 三重短期大学の活性化 

連番 取組項目 取組概要 H19取組 H20 取組 H21取組 H20進捗状況 点検 所管部課等 

161 地域への貢献  地域の特性や地域の具体的な諸

課題について、地域問題総合調査

研究室による学外との共同研究等

の成果を通じて、地域への貢献を

進めます。 

 

 

調査・研

究結果の

地域への

貢献 

継続して

取組 

継続して

取組 

平成２０年年４月、組織的、かつ、より積極

的な地域貢献を進めるため地域連携センターを

設置し、生涯学習機会の提供や市政との連携な

どの取組を進めました。 

H19

○ 

H20 

○ 

三重短期大学

事務局 

162 大学間の連携  (仮称)地域連携センターを中核

とした大学間連携による研究等を

通じて、より一層の地域貢献を進

めます。 

地域連携

センター

の設置 

センター

の活用に

よる連携

の強化 

継続して

取組 

「大学・地域連携のための仕組みづくり」を

進めるため先進事例の調査や連携大学、庁内関

係課との協議、調整を進めました。 

 また、地域連携講座への連携大学講師起用、

一般市民向け大学連携講座への参加等による大

学間連携を進めました。 

 

H19

○ 

H20 

○ 

三重短期大学

事務局 

163 学科の再編  志願者数の確保のため、魅力あ

る短大となるよう時代の要請に応

じて常に学科等の改編を図りま

す。 

生活シス

テムコー

スを生活

福祉 ･心

理コース

に改編 

 

必要な見

直し 

必要な見

直し 

 志願者数の確保のため、学科の再編に向け

て、学内で生活科学科生活科学専攻における取

得資格（建築士、社会福祉士）に係る開設講

座・生活科学科専攻の在り方に関する検討を行

いました。 

H19

○ 

H20 

○ 

三重短期大学

事務局 

164 授業料、入学料

の見直し 

 国立短期大学及び全国の公立短

期大学の動向等を踏まえた見直し

を図ります。 

見直しの

検討 

適宜見直

し 

適宜見直

し 

国立短期大学及び全国の公立短期大学の授業

料、入学料の動向を検討し、平成２１年度の本

学授業料は据え置くこととしました。 

H19

○ 

H20 

○ 

 

 

三重短期大学

事務局 
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165 運営形態の検討  １８歳人口が減少するなか、魅

力ある短大として今後の運営のあ

り方を検討する必要があります。 

 全国的な大学間の統合や独立行

政法人化への動向を踏まえ、運営

形態の検討を行います。 

運営形態

の検討 

検討に基

づく見直

し 

検討に基

づく見直

し 

独立行政法人化も含め、本学の高等教育機関

としての在り方に関し調査、研究等を行う「三

重短期大学の在り方庁内調査・研究会議」が平

成２０年５月に立ち上げられ、本学事務局も参

加し検討を進めました。 

会議では先進事例調査、メリット・デメリッ

ト等の検討を進めました。 

H19

○ 

H20 

○ 

三重短期大学

事務局 

 


